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１ 本書について 

栃木市では、「栃木市男女共同参画推進条例」に基づき「とちぎ市男女共

同参画プラン」（以下「プラン」という）を策定し、本市の将来像「誰もが

生き生きと暮らし、豊かで活力ある男女共同参画社会」の実現を目指して、

様々な取組を進めています。 

本書は、「栃木市男女共同参画推進条例」第１６条に基づく年次報告書と

して、２０２２年度に取り組んできた男女共同参画の施策の実施状況につい

て、報告するものです。 

 これにより、本市における男女共同参画の推進状況を捉えるとともに、事

業の成果を分析し、今後の課題を示しています。 

将来像を目指して、市民・事業者・教育関係者のみなさんや市がそれぞれ

役割を意識して、主体的に取り組み、互いに連携・協働しながら行動してい

く必要があります。 

今後も、各分野で取組を進めるにあたり、本書をご活用いただければ幸い

です。 

 

 

栃木市マスコットキャラクター 

とち介 
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２ プランの内容について 

（１）基本理念 

 

 ① 男女の人権の尊重  

   子どもから高齢者まで、すべての男女が個人として尊重され、性別によって 

差別されることなく、個人としての個性と能力を発揮できる機会が保障される 

こと。 

   

② 男女の活動の自由の確保  

   性別による固定的な役割分担等を反映した慣行にとらわれることなく、男女が 

社会における活動を自由に選択できるようにすること。 

 

③ 政策等の立案及び決定への共同参画  

   男女が社会の対等な構成員として、市における政策又は事業者における方針の 

立案及び決定等あらゆる分野に参画する機会が確保されること。 

 

④ 家庭生活における活動と他の活動との両立  

   家族を構成する男女が、お互いの協力と社会の支援のもと、子の養育、家族の 

介護などの家庭生活における活動、仕事や地域活動を円滑に行うことができるよ 

うにすること。 

 

⑤ 男女の生涯にわたる健康の確保  

   男女が互いの性についての理解を深め、双方の意思が尊重されることにより、

良好な環境のもとに、安全な妊娠及び出産ができるようにすることや生涯にわた

り健康な生活を営むことができるようにすること。 

 

⑥ 国際的協調  

   国際社会における取組を十分理解し、動向に留意し、協調ある取組を進めるこ

と。 
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（２）基本目標と施策の方向性 

 

基本目標１ 人権の尊重と男女共同参画の意識づくり 

 

〈 施策の方向１ 男女共同参画意識の醸成と慣行の見直し 〉  

 

 私たち一人ひとりの人権が等しく尊重され、男性と女性が対等なパートナーとして、 

その個性と能力を発揮して生き生きと暮らすことのできる男女共同参画社会の実現 

に向け、市民一人ひとりが目の前にどのような現実があるのかを知り、どのような方 

向に進んで行けば良いのかを考えていく機会を提供していきます。 

 また、国際化については、外国人との交流を進め、相互理解を図るとともに、外国 

人が地域社会から孤立せず、共に安心して暮しやすいまちづくりを進めるため、国際 

的視野に立った男女共同参画を推進します。 

 

〈 施策の方向２ 男女共同参画の視点に立った教育・学習の充実 〉 

 

 家庭、教育現場や地域社会は、次の世代を担う児童・生徒の知識や意識の形成に大き 

な役割を果たします。男女共同参画社会の実現に向けて、私たちを取り巻くあらゆる教 

育の場において現状を認識し、男女共同参画の視点に立った学習機会の提供・充実を図 

ります。 

 

 

基本目標２ あらゆる分野における男女共同参画の環境づくり 

       （ワーク・ライフ・バランスの推進） 

 

〈 施策の方向１ 地域・社会における男女共同参画の促進 〉  

 

 多様な価値観を行政や施策に反映していくため、女性が社会参画をする意義について 

の啓発を行うとともに、審議会等の政策立案・方針決定の場への女性の登用を促進しま 

す。 

 また、地域・社会への参画に向けた人材の育成・発掘・活用の支援を推進します。 

 

〈 施策の方向２ 働く場における男女共同参画と仕事と生活の調和の促進 〉  

【栃木市職業生活における女性活躍推進計画】 

 

 女性の社会進出が進み、勤労者世帯の過半数が共働き世帯となる一方で、働き方や 

子育て支援などの社会的基盤は、こうした変化に十分に対応出来ていない状況にあり 

ます。 

 男女を問わず、それぞれの価値観やライフスタイルに応じて多様で柔軟な働き方を 

選択することができ、かつ、それぞれの働き方に応じた適正な処遇・労働条件が確保 
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され、安心して生活ができるような支援が必要です。ワーク・ライフ・バランスが、 

人生を豊かに生きるために大切であることを啓発するとともに、男性の育児・介護休業 

の取得の促進を事業主や企業などへ働きかけるなど、女性が個性と能力を発揮し、活躍 

できる環境づくりを進めます。 

 

〈 施策の方向３ 家庭における男女共同参画の促進 〉  

 

 本市では、各種福祉分野の計画に基づき、さまざまな社会的サービスの充実を図って 

おり、今後も男女共同参画の視点から、男女のどちらか一方だけに家事・育児などの負 

担が偏らないような支援を行っていく必要があります。 

 男女ともに家庭における育児や介護などの負担を軽減し、ワーク・ライフ・バランス 

を促進できるよう子育て、介護サービスなどの社会的支援の環境の整備、充実に努め 

ます。 

 

基本目標３ 安心して暮らすことができる社会づくり 

       

〈 施策の方向１ 男女の生涯にわたる健康の支援 〉 

 

 男女共同参画社会の実現には、男女がお互いの身体的特性を理解し合い、相手を尊重 

することが大切です。そのために、男女が生涯にわたり健康で自立した生活をするため 

の健康に関する学習機会や情報を提供するとともに、健康増進のための事業を実施し、 

市民の健康づくりを促進します。 

 

〈 施策の方向２ 配偶者等からの暴力防止及び被害者の保護 〉 

       【栃木市配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本計画】 

 

 人間として生まれながらに持っている権利を守っていけるように、人権侵害や暴力 

の発生を防ぐための啓発活動を推進します。同時に、被害者が自信と尊厳を取り戻せ 

るように、被害者への救済や自立に向けた支援を強化します。 

 

〈 施策の方向３ 誰もが安心して暮せる環境の整備 〉  

      

 誰もが安心して暮せる地域づくりのために、男女共同参画の視点から、ひとり親家庭 

や高齢者、障がい者など、生活上の困難に置かれた方への支援の充実を図ります。 

 また、急速な高齢化の進行により、介護を必要とする高齢者が増加するとともに、 

介護が長期化・重度化する傾向にあり、介護する家族の負担は大きいものとなっていま 

す。 

 今後も、介護が必要な高齢者の数は増加することが予測されており、介護の負担を 

要介護者の家族、とりわけ女性に集中することなく社会全体で支えていく仕組みが必要 

となります。 



5 

 

（３）計画の体系図 

本計画では基本理念の実現のため、以下の３点を基本目標の柱として総合的に推進していきます。 
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３ 男女共同参画の進捗状況について 

 

（１）プランが目指す目標値進捗状況 

基本目標ごとに計画の進捗状況を図る目標値の進捗状況です。施策の取組により、市民の意

識や本市の状況にどれだけ変化があったかを表すものです。 

施策 

の方向 
項 目 

基準値 

2016年度 

目標値 

2022年度 
最新値 評 価 

基本目標１ 人権の尊重と男女共同参画の意識づくり 

1 

「男は仕事、女は家庭」とい

う性的役割分担意識を肯定

する人の割合※1 

4.2% 2.5% 
3.0% 

(2021年度)  

男女共同参画出前講座参加

者数（累計） 
92人 500人 

1,743人 

(2022年度までの累計)  

2 

学校教育の場で「平等になっ

ている」と思う人の割合※1 
50.5% 60.0% 

53.1% 

(2021年度)  

家庭教育オピニオンリーダ

ー会員等数 
74人 80人 

51人 

(2022年度)  

基本目標２ あらゆる分野における男女共同参画の環境づくり 

（ワーク・ライフ・バランスの推進） 

1 

各種審議会等委員に占める

女性の割合 

31.6% 

(2017.4.1) 
35.0% 

36.4% 

（2022.4.1）  

自治会長に占める女性の割

合 

3.0% 

(2017.4.1) 
4.0% 

2.8% 

（2022.4.1）  

2 

合同就職面接会・説明会の女

性参加率 
49.0% 55.0% 

26.7% 

(2019年度) 

2020～中止 
 

「とちぎ女性活躍応援団」登

録事業所・団体数※2 
17件 70件 

115件 

(2022年度)  

女性の認定農業者数 28人 34人 
41人 

(2022年度)  

農業家族経営協定の締結数

※3 
379戸 391戸 

421戸 

(2022年度)  

3 

ファミリー・サポート・セン

ター利用件数※2 
2,514件 2,900件 

1,036件 

(2022年度) 
 

学童保育利用者数※4 1,946人 2,100人 
2,347人 

(2022年度) 
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目標値を達成 

100％以上  

おおむね順調 

80％以上  

やや不十分 

79％以下 

 

※1 市が実施する市民意識調査による。 

※2 コロナ等の要因により大幅な減 

※3 販売農家数 2,920 戸（2020年農林業センサス）に対する戸数 

※4 待機児童数 5人（2022年 5月 1 日時点） 

 

 

（２）ＤＶ相談の現状 

 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 

相談人数 109人 119人 155人 170人 173人 

相談延べ件数 409件 384件 467件 761件 807件 
 

 

 
 

施策 

の方向 
項 目 

基準値 

2016年度 

目標値 

2022年度 
最新値 評 価 

基本目標３ 安心して暮らすことができる社会づくり 

1 

子宮がん検診受診率 18.8% 50.0% 
22.6% 

(2022年度)  

乳がん検診受診率 21.8% 50.0% 
21.4% 

(2022年度)  

2 

平手で打つことを暴力とし

て認識する人の割合※1 
74.4% 100.0% 

80.9% 

(2021年度)  

大声で怒鳴ることを暴力と

して認識する人の割合※1 
57.2% 100.0% 

65.7% 

(2021年度)  

自分が受けた暴力行為につ

いて、どこ（だれ）にも相談

しなかった人の割合※1 

40.3% 0% 
53.2% 

(2021年度)  

3 
地域見守り事業協力事業

者・団体数 
55 75 

70 

(2022年度)  
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（３）本市の女性登用状況 

 

ア 市各種審議会等への女性委員の登用状況 

（ア）県内他市の各種審議会等への女性委員の登用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 名 

審議会等委員の目標及び                                                                                                    

目標の対象である審議会等の状況 

目標値

（％） 

目標 

年度 

 審議会 

 等数 

  
 総委員 

 数 

  
女性比率

（％） 
うち女性委

員を含む数 

うち女性委

員数 

1 宇都宮市 40 R9 110 73 1,325 348 26.3  

2 足利市 40 R7 88 69 1,593 567 35.6  

3 栃木市 40 R9 91 87 1,556 588 37.8  

4 佐野市 32.5 Ｒ6 49 45 676 186 27.5  

5 鹿沼市 
40 以上 

60 以下 
R8 54 40 661 159 24.1  

6 日光市 40 R7 45 41 691 245 35.5  

7 小山市 
40 以上 

60 以下 
R7 127 124 1,561 586 37.5  

8 真岡市 33 R8 33 33 483 141 29.2  

9 大田原市 35 R8 71 59 1,021 225 22.0  

10 矢板市 30 R14 24 22 388 116 29.9  

11 那須塩原市 37 R9 34 30 432 123 28.5  

12 さくら市 40 R7 28 23 370 126 34.1  

13 那須烏山市 R5 策定予定 

14 下野市 40 R7 45 34 629 208 33.1  

（2023年 4月 1日現在） 

 栃木市各種審議会等への女性委員の登用状況 

31.6%
31.5% 32.2%

33.9%

36.1% 36.4%
37.8%

24.0%
25.0%
26.0%
27.0%
28.0%
29.0%
30.0%
31.0%
32.0%
33.0%
34.0%
35.0%
36.0%
37.0%
38.0%
39.0%

2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年

各種審議会等委員
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出典：栃木県「2023年版男女共同参画に関する年次報告」内閣府「女性の政策・方針決定過程への参画状況の推移」 

イ 管理、監督的立場への女性登用状況 

本市の管理、監督的立場への女性登用の状況 

                                   （各年度 4月1日現在） 

  2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 

市管理職 

（課長相当職以上）※１ 
14.2% 15.2% 15.5% 14.5% 14.6% 11.3% 

小中学校教頭以上※２ 26.1% 25.0% 27.9% 30.2% 32.1% 31.0% 

※１ 14市平均 14.0％ 県 16.3％ 国 6.9%  ※２ 国 平均 21.4％ （※１ ※２ 国は、2022年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               （各年度 4月1日現在） 

  2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 

市議会議員※３ 18.8% 13.8％ 13.8％ 13.8％ 13.8％ 10.7％ 

自治会長※４ 3.0% 3.2％ 3.2％ 3.2％ 3.0％ 2.3％ 

小中学校 PTA会長※５ 11.4% 9.1％ 4.7％ 9.3％ 9.5％ 14.3％ 

※３ 14市平均 15.8％ 県 13.6％  （2023.5.1現在  14市平均 17.1％ 県 18.0％） 

※４ 14市平均 2.9％  県平均 3.0％  国平均 6.8％ 

※５ 国平均 17.4％    （※4 ※5 国は 2022年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈 市議会議員、自治会長、小中学校 PTA 会長の女性登用の状況 〉 

 

 

 

  〈 市管理職、小中学校教頭以上の女性登用の状況 〉 

25.0% 26.1% 25.0%
27.9%

30.2%
32.1% 31.0%

12.1%
14.2% 15.2% 15.5% 14.5% 14.6%

11.3%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

小中学校教頭以上 市管理職（課長相当職以上）

21.2%

18.8%

13.8%
13.8% 13.8% 13.8%

10.7%

3.0%

3.0%

3.2%

3.2%
3.0%

2.3%

6.8%

11.4%

9.1%

4.7%

9.3% 9.5%

14.3%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

市議会議員 自治会長 小中学校PTA会長



（４）施策事業実績・評価

基本目標　1　人権の尊重と男女共同参画の意識づくり （第2期プランP33・34）

施策の方向　1　男女共同参画意識の醸成と慣行の見直し

取組施策（1）　男女平等意識の高揚と社会制度・慣行の見直し

実 施 状 況 時  期 場  所 対 象 者 参加者数等

①人権教育・啓発推
進事業の実施

人権・男女共
同参画課

人権尊重のまちづくりを推進するた
め、「人権を考える市民の集い
2022」を開催した。
講演：ちがいを楽しむ
講師：副島淳氏
　　　（俳優/タレント）
あわせて、とち介のじんけん大使委嘱
状伝達式を実施した。

12月
とちぎ岩下の
新生姜ホール

市民 約350人 B
（C）

俳優/タレントの副島淳さんを講師に迎
え、「ちがいを楽しむ」というテーマで
講演をしていただいた。また、じんけん
大使の委嘱を受けたとち介は、今後、各
種啓発活動に参加していく予定。
幅広い年齢層の人に参加してもらえるよ
う、更なる工夫をしていきたい。

生涯学習課
公民館において市民を対象に人権問題
について考える講座に、6回講師とし
て講話とワークショップを行った。

5～11月 公民館 市民 167人
B

（B）

新型コロナウイルス感染症の感染対策を
講じながら、グループの話合いを伴う
ワークショップ形式の講座を行った。参
加者が自身の偏見や思い込みに気付き、
人権意識を高められるよう内容を工夫し
た。

人権・男女共
同参画課

各集会所で人権講座を開催した。

栃木地域集会所　4回　29人
大平地域集会所　5回　62人
藤岡地域集会所　3回　23人
岩舟地域集会所　3回　36人

11・12月 各集会所 集会所利用者 150人
B

（B）

人権啓発指導員等による人権についての
講座を開催し、人権について学習するこ
とができた。
今後は、たくさんの人に参加してもらう
ために、内容の充実や周知方法を工夫し
ていく。

①広報紙やホーム
ページ等における啓
発

男女共同参画週間、女性に対する暴力
をなくす運動、人権週間について広報
紙、ホームページで情報提供、啓発を
行った。

6月
11月
12月

― 市民 ― B
（B）

毎年掲載をすることにより、市民への周
知を進めていく。
今後も継続的に広報紙、ホームページ等
に掲載し情報提供を実施していく。

②人権週間における
市民啓発活動の実
施・街頭啓発等

人権週間に街頭啓発を実施 11月 市内店頭 市民
啓発物配布

650人
B

（B）

市民への啓発活動の一環として、人権擁
護委員とともに継続して実施していく。

（）内は令和3年度の評価

令和4年度　実績

【事業実施者による評価】
A…計画を上回って達成
B…計画をおおむね達成
C…計画を下回った
N…コロナのため実績なし

番
号

事  業 事業の内容 担 当 課 評 価
どのような効果があったか。
または、改善すべき点は何か。

1-1
人権問題、女性問
題の学習の機会の
提供

②公民館・集会所等
における人権問題学
習会の開催と講師派
遣の支援

1-2
人権問題、女性問
題に関する広報・
啓発活動の充実

人権・男女共
同参画課
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実 施 状 況 時  期 場  所 対 象 者 参加者数等

令和4年度　実績
番
号

事  業 事業の内容 担 当 課 評 価
どのような効果があったか。
または、改善すべき点は何か。

1-3
「男女共同参画の
つどい」の開催

①男女共同参画に関
する標語等の表彰式
と講演会の開催

人権・男女共
同参画課

男女共同参画社会づくりを目指し、
「とちぎ市男女共同参画のつどい」を
開催した。
講演：感性コミュニケーション
　　　～男女のミゾを科学する～
講師：黒川伊保子氏
　　　（人工知能研究者）

また、啓発事業として男女共同参画に
関する標語の募集を行い、表彰した。

（つどい）
1月
（標語）
11月

（つどい）
とちぎ岩下の
新生姜ホール
（標語）
市内各小・中
学校

（つどい）
どなたでも
（標語）
小学5年生
中学2年生

（つどい）
400人

（標語）
169点

A
（C）

講師に、人工知能研究者　黒川伊保子氏
を迎え、女性活躍等についての講演をし
ていただき、市内外から多くの方に来場
いただき大盛況だった。また、標語の募
集を行うことにより、男女共同参画につ
いて知ってもらう機会ができた。
今後も、男女共同参画の主旨にふさわし
い内容を実施していく予定。

①広報紙やホーム
ページ等による情報
提供

男女共同参画広報紙「きららとちぎ」
第13号を発行し、男女共同参画の啓
発・情報提供を行った。

3月 全戸配布 市民 51,500部 B
（B）

アンコンシャス・バイアス、女性首長に
よるびじょんネットワーク、理工系チャ
レンジ講座等についての記事を掲載し、
女性の活躍、アンコンシャス・バイアス
等について関心を持ってもらえるよう工
夫した。今後も分かりやすい記事を掲載
し、男女共同参画への理解を深めてもら
えるようにしていく。

新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め街頭啓発は中止。
パネル展示のみ行った。

6月23日～
29日

市役所1階
市民スペース
栃木図書館１
階　特設コー
ナー

市民
啓発物の配布
入浴剤等400個

B
（B）

リーフレットや資料の展示を行い、男女
共同参画週間の啓発・情報提供を行うこ
とができた。
栃木図書館では、展示や関連書籍を集め
た特設コーナーを設置し、多くの方に広
報できた。

1-5
地域、学校での出
前講座の開催

①市職員及び男女共
同参画推進団体等に
よる出前講座の実施

人権・男女共
同参画課

中学生向けキャリアデザイン講座の実
施。
講師：(有)フェードイン
　　　代表　工藤敬子氏

6月28日
9月9日
10月7日
11月15日

藤岡中学校
大平南中学校
栃木西中学校
寺尾中学校

実施3校
２学年生徒
実施1校
1～3学年生徒

479人
A

（B）

進路選択に悩む中学生に、今までの固定
概念にとらわれず、将来について考えら
れる機会を与えることができ、好評だっ
た。今後も学校と連携し継続していきた
い。

1-6
メディア・リテラ
シーの育成

①メディア・リテラ
シー講座等の開催

市民生活課

消費生活相談員が市内小・中学校を対
象にIT出前講座を行い、ネットとの関
わり方やトラブルの事例を紹介し、被
害防止の注意喚起を行った。
　　講座開催数：12回

5月～12月
市内小・中学
校

生徒・保護者 1,123人 B
（B）

ネットとの関わり方を考えてもらう良い
機会となっている。
今後も継続してIT出前講座を行い、注意
喚起等の啓発を行っていく。

【コロナ禍での取組】
街頭啓発ができなかったため、啓発物資をパネル展示の際に設置し、配布した。

1-4
男女共同参画に関
する情報の提供、
啓発活動の実施

②男女共同参画週間
におけるパネル展
示、街頭啓発の実施

人権・男女共
同参画課
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実 施 状 況 時  期 場  所 対 象 者 参加者数等

令和4年度　実績
番
号

事  業 事業の内容 担 当 課 評 価
どのような効果があったか。
または、改善すべき点は何か。

1-6
メディア・リテラ
シーの育成

②小・中学生等を対
象に、インターネッ
トトラブルの防止や
スマホ、SNSの使用
法など、ソーシャル
メディアに関する出
前講座等を実施

生涯学習課

親子学び合い事業（小中学校等携帯電
話講習会）で市内の小・中学校を対象
に、ネットトラブルや犯罪等から子ど
も達を守るために講話を開催した。
　　講座開催数：11回

5月～12月
市内小・中学
校

児童生徒
・保護者

422人 B
（B）

児童生徒だけでなく、保護者も参加する
ことで各家庭において考えるきっかけと
なり、注意喚起等の啓発をすることがで
きた。

今後も親子で参加する講習会等を開催で
きるよう取り組んでいく。

①有害情報から青少
年を守るための広報
啓発活動の実施

新型コロナウイルスの影響によりイベ
ントが中止となったため、特別補導は
１回のみの実施となった。広報とちぎ
(7月号、11月号、3月号)での啓発を
行った。
　　広報掲載：3回

7月
11月
3月

― 市民 ― C
（C）

広報紙への掲載により啓発を図った。新
型コロナウイルの影響によりイベント等
が中止となったが、今後イベント等が開
催される際は、啓発活動を実施すること
により、有害環境の浄化に対する市民の
意識向上を図っていく。

②栃木県青少年健全
育成条例に基づく立
入り調査の実施

携帯電話販売店、自動販売機及び書店
等の立入調査を実施し、指導を行っ
た。
　　実施回数：2回

7月
12月

市内全域 店舗等 7店舗
B

（B）

店舗等への立ち入り調査を実施すること
によって、有害環境の浄化をすることが
できた。
今後も継続していく必要がある。

③違反広告物除却活
動の実施

栃木駅・新栃木駅を中心とした補導活
動を行いつつ、有害広告物の除却活動
を行った。

1月 市内全域 市民 4か所
N

（N）

今後も栃木駅を中心とした補導活動を行
いつつ、有害広告物の排除を実施してい
きたい。

1-8

男女共同参画推進
条例・男女共同参
画基本計画の普及
啓発

①ホームページや各
種講演会などによる
「栃木市男女共同参
画推進条例」の普及
啓発及び「とちぎ市
男女共同参画プラ
ン」の配布と周知

人権・男女共
同参画課

とちぎ市男女共同参画プラン（第2期
計画）及び概要版をホームページに掲
載している。
各種研修会や講座などの際に、概要版
を配布した。

通年 ― 市民 ― B
（B）

男女共同参画の必要性について理解を深
めるきっかけづくりになった。
今後も多くの市民が目にするホームペー
ジに掲載したり、研修会や講座等で配布
し、男女共同参画について理解を深めて
もらえるよう工夫したい。

1-7
有害環境浄化活動
の推進

生涯学習課
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基本目標　1　人権の尊重と男女共同参画の意識づくり （第2期プランP35）

施策の方向　1　男女共同参画意識の醸成と慣行の見直し

取組施策（2）　国際的な動向についての情報収集・提供と国際理解の推進

実 施 状 況 時  期 場  所 対 象 者 参加者数等

1-9

男女共同参画に関
する国際的な動向
についての情報収
集・提供

①男女共同参画関連
法案等のホームペー
ジや広報等による情
報提供と普及啓発の
推進

人権・男女共
同参画課

課のホームページから、内閣府や、と
ちぎ男女共同参画センター等のホーム
ページへリンクし、情報提供をした。

通年 ― 市民 ―
B

（B）

国や県の男女共同参画についての情報提
供を行うことができた。今後も、幅広く
情報提供していきたい。

総合政策課

栃木市総合政策課窓口にて、青年海外
協力隊等国際ボランティアのポスター
掲示を行った。
日本語教室で活躍する日本語指導ボラ
ンティア養成講座（実施回数8回）を
行った。

養成講座
10月～3月

キョクトウと
ちぎ蔵の街楽
習館（栃木市
市民交流セン
ター）

市民 14人 B
（B）

青年海外協力隊・シニア海外ボランティ
アのポスター掲示依頼が年2回あり、市
民へ情報提供を行った。
今後も、日本語指導ボランティアの講習
会等を開催していく。

生涯学習課
本市にゆかりのある青年海外協力隊員
の派遣及び帰国がなかった。

― ― ― ― N
（N）

独立行政法人国際協力機構（JICA）が実
施する青年海外協力隊派遣に関して、広
報紙等での啓発を行い、海外ボランティ
ア派遣制度の周知に協力していく。

①英語教育推進のた
めの外国語指導助手
の小・中学校への配
置と小・中学校の連
携を図ったコミュニ
ケーション能力の育
成

市内の各小・中学校4２校にALT2０
人を派遣して、小中の接続を意識した
外国語教育を充実させることで、コ
ミュニケーション能力の育成を図っ
た。

通年
市内各小・中
学校

市内全小・中
学生

10,999人
B

（B）

授業の中でALTとの直接的なコミュニ
ケーション活動を行うことを通して、自
分の思いや考えを主体的に伝え合おうと
する態度を育成することができた。

②小学校外国語活動
及び中学校英語科の
学習を通しての国際
理解教育の推進

市内の各小・中学校において、異文化
の内容を扱った教科書の単元や、多様
な国籍のALTと接することを通して、
国際理解教育の推進を図った。

通年
市内各小・中
学校

市内全小・中
学生

10,999人
B

（B）

教科書の単元や、ALTと接することを通
して文化の違いについて学び、国際理解
を深めることができた。

（）内は令和3年度の評価

令和4年度　実績

【事業実施者による評価】
A…計画を上回って達成
B…計画をおおむね達成
C…計画を下回った
N…コロナのため実績なし

番
号

事  業 事業の内容 担 当 課 評 価
どのような効果があったか。
または、改善すべき点は何か。

1-10
国際ボランティア
活動の支援

①国際ボランティア
の情報収集と市民へ
の情報提供等

1-11

外国語指導助手
（ALT）の小・中
学校への派遣

学校教育課
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実 施 状 況 時  期 場  所 対 象 者 参加者数等

令和4年度　実績
番
号

事  業 事業の内容 担 当 課 評 価
どのような効果があったか。
または、改善すべき点は何か。

①友好姉妹都市との
交流の推進

姉妹都市留学プログラムにより、エバ
ンズビル市に派遣する人材を募集し
た。

12～3月
栃木市国際交
流協会

市民 0人 B
（B）

姉妹都市エバンズビル市との交流におい
て、市民が留学できる場を提供する。今
後も更なる国際交流の推進を図るため、
交流の仕方について検討していく。

②外国人住民と日本
人住民の交流イベン
トの実施

外国人住民の積極的な地域活動への参
加や多文化共生の地域づくりを目的
に、外国人住民も主体的に交流できる
事業として、日本語スピーチコンテス
ト等を開催した。

6～2月 市内施設 外国人住民等 257人
B

（N）

今後も、市民の国際理解や多文化共生を
促進できる事業を行っていく。

①外国語ができる相
談員による外国籍市
民生活相談窓口の充
実

外国人相談窓口の開設 通年
市民生活課
栃木市国際交
流協会

外国人住民等
相談件数
3,036件

A
（A）

多くの外国人住民の相談窓口の利用等に
より、生活支援の充実に寄与することが
できた。
引き続き、窓口を設置し、外国人住民の
支援につなげる。

②外国語による市民
生活等の情報提供の
充実

・外国人住民向け「広報とちぎ」抜粋
版の発行

・外国人住民向けの多言語ラジオ放送
　月1回（英語・中国語・スペイン
語・ネパール語・フィリピン語・ベト
ナム語、シンハラ語）

通年
栃木市国際交
流協会
FMくらら

外国人住民等

発行数
英語版

90部/月
スペイン語版

70部/月
ネパール語版

120部/月
ベトナム語版

110部/月

A
（A）

外国人住民に向け、多言語で情報発信を
した。
今後も、外国人住民に必要な情報の提供
や説明会等を開催していく。

総合政策課
日本語教室の開催
（4クラス全90回）

4～3月

キョクトウと
ちぎ蔵の街楽
習館（栃木市
市民交流セン
ター）
大平公民館
第5地区コ
ミュニティセ
ンター

外国人住民等 145人 B
（C）

日本語教室を開催することにより、外国
人住民の日本語を習得する機会を提供し
た。
今後も継続して日本語教室を実施すると
ともに、新しい日本語教室の開講を目指
す。

人権・男女共
同参画課

日本語講座の開催
（月2回、全24回）

4～3月 大平隣保館 外国人住民等 84人 B
（B）

日本語講座を開催することにより、外国
人住民の日本語を習得する機会を提供す
る。
今後も継続して実施する。

総合政策課

総合政策課

③日本語教室の開催

1-12 国際交流の推進

1-13
外国人住民への生
活支援の充実
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基本目標　1　人権の尊重と男女共同参画の意識づくり （第2期プランP36・37）

施策の方向　2　男女共同参画視点に立った教育・学習の充実

取組施策（1）　家庭・地域における男女共同参画に関する学習の推進

実 施 状 況 時  期 場  所 対 象 者 参加者数等

人権・男女共
同参画課

栃木市女性団体連絡協議会に対し、補
助金を交付し活動の支援を行った。ま
た、出前講座への支援を行い、市民的
広がりを持った啓発活動を推進した。

通年
市役所
正庁他

栃木市女性団
体連絡協議会

9団体 B
（C）

団体が自立を図りながら、男女共同参画
についての啓発活動ができるよう、適宜
助言や支援を行い、映画上映会等様々な
活動が活発にできた。今後も、団体が講
座を企画できるよう支援を行いたい。

生涯学習課
生涯学習社会の推進的役割を担う社会
教育団体に財政的支援をした。

7月
8月

― 団体 5団体 B
（B）

引き続き、社会教育団体の円滑な事業を
推進するため支援していく必要がある。

地域政策課、
各地域づくり
推進課

生涯学習社会の推進的役割を担う社会
教育団体に財政的支援をした。
【栃木】6団体　【大平】4団体
【藤岡】2団体　【都賀】4団体
【西方】2団体　【岩舟】2団体

6月～9月 ― 団体 20団体 B
（B）

引き続き、社会教育団体の円滑な事業を
推進するため支援していく必要がある。

②生涯学習相談体制
の整備

生涯学習課

生涯学習人材バンク登録希望者を募
り、登録者情報を作成し、ホームペー
ジに掲載するとともに自主講座を開催
し、学習の機会を提供した。
また、市職員出前講座のメニューを作
成し、学習情報を提供するとともに、
講座の開催を行った。

自主講座
7月～9月
1月～3月
出前講座
通年

栃木公民館他 市民
のべ参加者数

4,735人
B

（B）

多様化する市民の学習ニーズに対応する
ため、より多くの学習情報を提供し、今
後もニーズに合った講座を開催していく
必要がある。

【事業実施者による評価】
A…計画を上回って達成
B…計画をおおむね達成
C…計画を下回った
N…コロナのため実績なし

番
号

事  業 事業の内容 担 当 課 評 価
どのような効果があったか。
または、改善すべき点は何か。

（）内は令和3年度の評価

令和4年度　実績

1-14
地域での自主的な
学習会等の支援

①社会活動を行って
いるグループへの支
援
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実 施 状 況 時  期 場  所 対 象 者 参加者数等

番
号

事  業 事業の内容 担 当 課 評 価
どのような効果があったか。
または、改善すべき点は何か。

令和4年度　実績

多忙な日々を送る女性の心身のリフ
レッシュを図り、生涯学習意欲を高め
るために実施。
受講申込者数
159人/定員155人

5月～12月 各公民館 成人女性
のべ参加者533

人
B

（C）

規模を縮小して行ったが、参加者の学習
意欲が高まり、好評であった。
活動自粛が増えている中、受講生同士の
交流の場としても提供することができ
た。

共に学び、励ましあい、より充実した
人生を送るために実施。
受講申込者数
1,119人/定員948人

5月～2月 各公民館 60歳以上
のべ参加者

2,203人
B

（C）

感染防止対策をしながら受講生同士の交
流を図り、生き生きと活動することがで
きた。多くの人に興味を持ってもらえる
ように、アンケート等を実施し講座の内
容を工夫する。また、感染症対策等、安
心・安全に参加できるよう会場や講座内
容を検討する。

1-17
家庭教育に関する
講座の充実

①家庭教育の意識の
高揚を図るため親と
して必要な知識、技
術、態度などの学習
の場を提供

生涯学習課

市内認定こども園、小規模保育施設、
小学校及び中学校において、県教育委
員会主催の家庭教育オピニオンリー
ダー研修修了者等が講師となる家庭教
育学級を実施した。

[園認定こども園]：11園
受講者 385人
[小規模保育施設]：8園
受講者204人
[子育て支援センター]：1か所
受講者 19人
[小学校]：のべ39校
受講者1,163人
[中学校]：7校
受講者 494人
[家庭教育講演会]：211人

通年

保育園
認定こども園
小規模保育施
設
子育て支援セ
ンター
小学校
中学校

保護者
のべ

2,476人
B

（B）

「とても参考になった。」という参加者
の声が６割以上を占めた。男性保護者の
参加が非常に少なかったが、小学校では
入学式後に父親が参加する子育て講座を
開催するなど、新しい試みがあった。今
後も男女共同参画に立った開催を検討す
る必要がある。

【コロナ禍での取組】
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、募集人数・時期・回数を縮小して実施。

1-15

1-16

女性学級の充実

①一般教養や技術習
得など心豊かな人間
性を培う活動の実
施、仲間づくりの推
進

地域政策課、
各地域づくり
推進課

【コロナ禍での取組】
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、回数を縮小して実施。

高齢者学級の充実

①一般教養や技術習
得など心豊かな生活
や生きがいに関する
学習活動の実施

地域政策課、
各地域づくり
推進課
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実 施 状 況 時  期 場  所 対 象 者 参加者数等

番
号

事  業 事業の内容 担 当 課 評 価
どのような効果があったか。
または、改善すべき点は何か。

令和4年度　実績

①地域の子育てを支
援するために、県教
育委員会主催の家庭
教育オピニオンリー
ダー研修会等に受講
者を推薦

生涯学習課

県開催の下都賀地区親学習プログラム
指導者フォローアップ研修（下都賀地
区家庭教育支援者研修会）に22人が参
加した。

通年
栃木県総合教
育センター

家庭教育支援
に関心のある
市民

22人 B
（B）

家庭教育を推進するため、県主催の研修
修了者(親学習プログラム指導者)に講師
をしていただいた。今後も、関係課や各
地域のオピニオンリーダー会と連携を図
りながら、受講生の確保と親学習プログ
ラムを活用する機会の確保に努める。

②修了生による「オ
ピニオンリーダー
会」等の活動を支援

地域政策課、
各地域づくり
推進課

各地域を拠点として活動しているオピ
ニオンリーダー会と市との共催事業を
開催した。

７月～1月 市内

市内小学生と
保護者
乳幼児とその
保護者

149人
B

（B）

今後とも各団体のテーマである親子のふ
れあい事業などを中心とした家庭教育の
活動が充実かつ円滑に実施できるよう指
導・助言を行っていく必要がある。

①母子・父子自立支
援員兼婦人相談員の
資質の向上

子育て支援課

新型コロナウイルス感染拡大の影響か
ら、オンライン研修が大多数を占めて
いたが、母子・父子自立支援員兼婦人
相談員が資質向上のため研修会等に参
加した。

通年
男女共同参画
センター他

母子・父子自
立支援員兼婦
人相談員

4人
B

（B）

相談員のスキルアップを図ることで、支
援を必要とする方が相談しやすい体制づ
くりに繋がった。

②非行や不登校等、
青少年問題相談の実
施

青少年相談員２名により相談業務に対
応し、相談者の悩みや心配ごとに対し
て助言等を行った。

通年
青少年育成セ
ンター(生涯
学習課内)

市民 ３件
B

（B）

様々な家庭環境の影響により、相談され
る内容も複雑化してきていることから、
関係機関と連携・情報共有を密にしてい
く必要がある。

③青少年相談員の資
質の向上

国立オリンピック記念青少年総合セン
ターで開催された全国青少年相談研究
集会に参加し、青少年相談員の資質向
上を図った。

1月 東京都 ― 1回 B
（N）

全国的な事案や県・他市の状況も鑑み、
情報収集に努めることで資質の向上に努
める必要がある。

1-19
家庭教育に関する
相談体制の充実

生涯学習課

1-18
家庭教育関係リー
ダーの育成

17



基本目標　1　人権の尊重と男女共同参画の意識づくり （第2期プランP37）

施策の方向　2　男女共同参画視点に立った教育・学習の充実

取組施策（2）　学校等における男女平等教育の推進

実 施 状 況 時  期 場  所 対 象 者 参加者数等

①学校教育全体を通
じて、人権の尊重、
男女の平等、相互理
解・協力等、人権意
識を高める人権学習
の充実

市内すべての小中学校において、人権
尊重の精神の涵養を目的に、学校の教
育活動全体を通じて、人権教育を推進
した。

通年
市内各小・中
学校

市内全小・中
学生

10,973人 B
（B）

今後も各学校で、教育活動全体を通じて
人権教育を推進する。

②教職員の資質の向
上を図るための研修
の推進

市内教職員向けの人権研修会を２回実
施した。

７月
８月

オンライン
オンデマンド

市内教職員 78人 B
（B）

戸田氏の講話を聞くことで同和問題につ
いての理解を深めたり、栃木県の人権教
育の推進についての動画を視聴すること
で教職員の人権意識を高めるたりするこ
とができた。今後も、教職員に向けての
研修を継続的に行っていく。

1-21
保育園等の職員研
修の充実

①保育園等の職員研
修で男女平等問題に
ついて取り上げ、一
貫性を持った男女平
等教育を推進

保育課

各保育園において職員を対象に人権研
修を実施。家庭における一人ひとりの
人権等、保育園・認定こども園にとっ
てより身近でありながら、男女共同参
画の視点も含むテーマで研修を行った
園もあり、職員の男女平等の意識の高
揚を図った。

通年 各保育園 保育士 207人
B

（B）

人権研修のテーマは各保育園それぞれで
決めているが、毎年度研修を行っている
ことで職員の人権意識の啓発の一助と
なっている。

1-22

男女平等の観点で
のキャリア教育の
充実

①学校教育全体を通
じて、子どもの発達
段階に応じた一人一
人の社会的・職業的
自立に向けたキャリ
ア教育の推進

学校教育課

小学校の校外学習や中学校の職場体験
学習等を通して、性別にとらわれるこ
となく広い視野にたって、自己の特性
や適正を見つめた進路選択ができる力
を育んだ。

通年
市内各小・中
学校

市内全小・中
学生

10,973人
B

（B）

今後も従来の固定的な性別役割分担意識
が影響することのないよう、進路指導の
充実に努める。

【事業実施者による評価】
A…計画を上回って達成
B…計画をおおむね達成
C…計画を下回った
N…コロナのため実績なし

番
号

事  業 事業の内容 担 当 課 評 価
どのような効果があったか。
または、改善すべき点は何か。

1-20 人権教育の充実 学校教育課

（）内は令和3年度の評価

令和4年度　実績
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実 施 状 況 時  期 場  所 対 象 者 参加者数等

番
号

事  業 事業の内容 担 当 課 評 価
どのような効果があったか。
または、改善すべき点は何か。

令和4年度　実績

1-23

男女の自立を促す
技術・家庭科教育
の推進

①中学校の技術・家
庭科の学習におい
て、男女が相互に協
力し、家族の一員と
しての役割を果たす
重要性を学ぶ技術・
家庭科教育の推進

学校教育課

市内すべての中学校における技術・家
庭科の学習を通して、自分と家族、家
庭生活と地域との関りを理解し、家族
や地域の人々と協力・協働して家庭生
活を営む必要があることを学んだ。

通年 市内各中学校 市内全中学生 3,823人 B
（B）

引き続き、自分と家族、家庭及び地域に
おける生活の中から問題を見いだし、こ
れからの生活を展望して課題を解決する
力の育成を図る。
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（第2期プランP38・39）

施策の方向　1　地域・社会における男女共同参画の促進

取組施策（1）　政策や方針決定過程などへの女性の参画の促進

実 施 状 況 時  期 場  所 対 象 者 参加者数等

2-1
各種審議会等への
女性委員の登用の
促進

①女性の登用状況調
査を実施し、女性登
用の推進に向けて働
きかけを実施

人権・男女共
同参画課

35％未満の審議会等について報告書
の提出を求め、女性の積極的な登用を
呼び掛けた。

各種審議会等委員の女性登用率
36.4％　（前年度36.1％）

4月調査
7月各課ヒア
リング
8月公表

庁内 市職員等 －
B

（B）

目標値は達成したが、さらなる登用率の
向上に向け、女性委員が1人もいない審
議会に改善を求めた。

2-2
小・中学校管理職
への女性教員の登
用の促進

①校長・教頭の選考
試験受験勧奨の実施

学校教育課
より多くの該当者が受験に臨むよう校
長・教頭・主幹教諭選考試験について
学校長より周知した。

5月
6月

－ 市内教職員 －
B

（B）

管理職登用等の人事権については県教育
委員会にあるため、女性教職員が積極的
に試験を受けるよう引き続き情報提供を
行う。

2-3
自治会等の地域活
動団体役員への女
性登用の促進

①自治会、ＰＴＡ、
育成会等の地域活動
団体役員への女性登
用の促進のための広
報・啓発

人権・男女共
同参画課

自治会、PTA会長の女性登用率につい
て、把握し、情報を公開した。
・自治会長に占める女性の割合
　13人/469人　　2.8％
　（前年　15人/470人）
・PTA会長に占める女性の割合
　　4人/42人  　　9.5％
　（前年　4人/43人）

「自治会活動の手引き」に地域活動に
おける女性登用及び男女共同参画の重
要性について記載した。

随時 －
自治会長
ＰＴＡ会長

－
B

（B）

自治会や、PTA等の人事については、各
団体に委ねられているので、女性の登用
率をあげるのは難しいが、「出前講座」
や「ミニ市民のつどい」チラシ配布等の
啓発活動を行いながら長期的に取り組ん
でいく。

2-4
人材育成事業の推
進

①「とちぎ市男女共
生大学」を開設し、
男女共同参画社会の
実現に向けて行動す
る人材を育成

人権・男女共
同参画課

全7回開設し、今回から申込みに電子
申請システムを活用した。

6月～12月
市役所
正庁他

市民 のべ184人 B
（B）

女性の活躍、防災、ＤＶ防止等市民の関
心が高いテーマを企画し、開催すること
ができた。
また、QRコードから申込みができるよ
うにしたことで、参加者増になった。

基本目標　2　あらゆる分野における男女共同参画の環境づくり
　　　　　　　（ワーク・ライフ・バランスの推進）

（）内は令和3年度の評価

令和4年度　実績

【事業実施者による評価】
A…計画を上回って達成
B…計画をおおむね達成
C…計画を下回った
N…コロナのため実績なし

番
号

事  業 事業の内容 担 当 課 評 価
どのような効果があったか。
または、改善すべき点は何か。
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実 施 状 況 時  期 場  所 対 象 者 参加者数等

令和4年度　実績
番
号

事  業 事業の内容 担 当 課 評 価
どのような効果があったか。
または、改善すべき点は何か。

2-4
人材育成事業の推
進

②男女共同参画に関
する研修会参加者や
男女共同参画を推進
する各種グループ、
団体の活動支援と情
報提供

人権・男女共
同参画課

栃木市女性団体連絡協議会他で実施す
る際の活動支援を行った。

随時
市役所
正庁他

栃木市女性団
体連絡協議会
他

6団体 B
（B）

今後も団体の活動支援を行うことで、啓
発の推進を図っていきたい。
また、自主グループについても引き続き
男女共同参画啓発活動への支援をしてい
きたい。

人権・男女共
同参画課

とちぎ市男女共生大学や県・関係機関
実施の研修会の周知を行った。
県の公開講座（オンライン講座）のサ
テライト会場を設置した。

随時 － 地域推進員他 －
B

（B）

今後も、本市の更なる男女共同参画の推
進を図るため、引き続き、研修会等への
情報提供を行っていく。

生涯学習課

栃木県主催の「女性の地域活動推進セ
ミナー（女性教育指導者研修）」や
「家庭教育オピニオンリーダー研
修」、「地域元気プログラム活用研
修」等への周知と募集を行った。

通年
栃木県総合教
育センター

各種支援団体 －
B

（B）

今後も、本市の更なる男女共同参画の推
進を図るため、引き続き、研修会等への
情報提供を行っていく。

②地域リーダー（男
女共同参画地域推進
員等）の育成

人権・男女共
同参画課

男女共同参画広報紙「きららとちぎ」
の編集員や、男女共同参画標語コンテ
ストの審査等、活躍する場を提供し
た。

通年 市役所
栃木県男女共
同参画地域推
進員

地域推進員
29人

B
（B）

今後も男女共同参画に関する情報を提供
し、活動の推進を図っていく。

2-5
地域活動における
リーダーの育成

①学習機会の情報提
供や国や県・関係機
関実施の研修会・会
議への参加支援
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（第2期プランP40・41）

施策の方向　1　地域・社会における男女共同参画の促進

取組施策（２）　地域における男女共同参画の推進

実 施 状 況 時  期 場  所 対 象 者 参加者数等

〇まちづくり懇談会ふれあいトーク
市長をはじめとする市執行部が、市民
の市政に対する意見・提案等を直接聞
くことにより、課題等を共有し、市政
に反映することを目的に市内各地で12
回開催した。

〇多世代まちづくり意見交換会
老若男女の各世代が一堂に会し、地域
の課題やまちづくりについて、市長及
び市執行部と意見交換することを目的
として開催した。

〇子育て世代ふれあいトーク
子育て世代のニーズあるいはご意見等
を子育て施策に活かすとともに、本市
の進める子育て施策について、理解を
深めてもらうことを目的として開催し
た.

6月～8月ま
ちづくり懇談
会ふれあい
トーク

9月子育て世
代ふれあい
トーク

11月多世代
まちづくり意
見交換会

市内各会場 市民

まちづくり懇談
会ふれあいトー
ク698人
子育て世代ふれ
あいトーク26
人
多世代まちづく
り意見交換会
20人

B
（B）

多世代まちづくり意見交換会について
は、事前アンケートを受け設定したテー
マや子育て世代ふれあいトークで出た意
見等を反映することで、幅広い年齢層の
男女が抱える課題を共有することができ
たが、30代以下の若い世代の出席者が
少なかった。今後も様々な世代の男女が
意見交換できる場を計画していきたい。

市民活動を推進するための講座等を実
施した。また、高校生のためのボラン
ティア講座「蔵の街高校生ボランティ
アスクール」を開催した。

８月
９月
１０月

くらら 市民 156人
B

（C）

学校でSDGｓや地域課題に関する学習機
会が増えていることから、高校生を対象
とした講座を充実させていきたい。

【コロナ禍での取組】
市側の出席者数を最小限にし、人と人の間を広くとるなど、3密にならないように会場設営を行った。
また、受付での手指消毒、検温、氏名及び連絡先の確認等を行い、感染対策に努めた。

広報課

①幅広い年齢層の男
女の意見が反映され
るよう、テーマ別広
聴やまちづくり懇談
会への参加の働きか
けの実施

②市民活動に関心を
高め参加を促進する
ため、とちぎ市民活
動推進センター「く
らら」による講座の
開催

地域政策課

【コロナ禍での取組】
Zoomを活用したオンライン講座を実施。

2-6
市民活動等への男
女の参加を促進す
るための啓発

基本目標　2　あらゆる分野における男女共同参画の環境づくり
　　　　　　　（ワーク・ライフ・バランスの推進）

（）内は令和3年度の評価

令和4年度　実績

【事業実施者による評価】
A…計画を上回って達成
B…計画をおおむね達成
C…計画を下回った
N…コロナのため実績なし

番
号

事  業 事業の内容 担 当 課 評 価
どのような効果があったか。
または、改善すべき点は何か。
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実 施 状 況 時  期 場  所 対 象 者 参加者数等

令和4年度　実績
番
号

事  業 事業の内容 担 当 課 評 価
どのような効果があったか。
または、改善すべき点は何か。

①社会福祉協議会が
実施するボランティ
ア活動事業への支援

福祉総務課

ボランティアに関する問合わせや相談
があった際に、市社会福祉協議会が
行っているボランティア制度について
案内した。

通年
福祉総務課窓
口

ボランティア
に関心のある
人

－
B

（B）

引き続きボランティアのニーズやボラン
ティア団体等の情報について社協と情報
共有を図る必要がある。

②とちぎ市民活動推
進センター「くら
ら」により市民活動
団体のエンパワーメ
ントを高めるための
講座を開催

地域政策課

利用者協議会により交流会や研修会を
実施した。市民や市職員を対象として
「協働のまちづくりセミナー」を実施
した。

通年 くらら
市民活動団体
等

492人 B
（C）

今後も市民との情報交換や研修、講座を
実施し、市民活動の推進に努めていく。

栃木第三～五地区コミュニティセン
ターの適切な管理運営を行い、利用の
促進に努めた。

通年 － 市民 18,418人
B

（B）
今後も引き続き利用の促進に努める。

栃木公民館～小野寺地区公民館（19
館）及びキョクトウとちぎ蔵の街楽習
館（栃木市市民交流センター）の適正
な管理運営を行い、利用の促進に努め
た。

通年
栃木公民館他
18館

市民 205,019人
B

（B）

今後も引き続き利用の促進に努める。
キョクトウとちぎ蔵の街楽習館（栃木市
市民交流センター）においては、学習ス
ペースの設置に伴い、中高生の利用が増
加している。

②生涯学習の一助と
して広く情報収集の
場となるような図書
館資料の充実

生涯学習課

生涯学習の一助として広く情報を収集
するため、栃木市図書館資料収集方
針・選定基準に基づいて、資料選考委
員会を開催し、年間を通して、定期
的・計画的に資料の収集に努めた。

通年
市内図書館6
館

市内在住
通勤
通学者

貸出人数
のべ

158,744人

B
（B）

引き続き栃木市図書館6館の、地域の特
性を活かした資料収集を進めるととも
に、定期的・計画的な資料の収集に努め
る。

2-9
市民活動推進セン
ターの充実

①市民活動を推進す
るための相談や情報
の収集と提供、団体
の交流促進、講座の
開催

地域政策課
団体の設立等関する相談対応、くらら
情報紙の発行（計13回）、SNS等で
の情報発信、各種講座、イベント等を
実施した。

通年 くらら
市民活動団体
等

－ B
（B）

SNS等を活用することにより、より多く
の市民、特に若い世代に情報を発信する
ことができた。

2-8
生涯学習施設等の
活用促進

①コミュニティ施設
や各公民館等公共施
設の利用の促進

地域政策課、
各地域づくり
推進課

2-7
各種ボランティア
の養成・研修・支
援
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実 施 状 況 時  期 場  所 対 象 者 参加者数等

令和4年度　実績
番
号

事  業 事業の内容 担 当 課 評 価
どのような効果があったか。
または、改善すべき点は何か。

①男女共同参画を推
進する活動グループ
や団体の支援と連携

人権・男女共
同参画課

栃木市女性団体連絡協議会、おおひら
男女共同参画をすすめる会へ補助金交
付及び活動の支援をした。その他男女
共同参画自主グループ（5団体）へ情
報提供等を行った。

通年
市役所、公民
館他

栃木市女性団
体連絡協議会
他

7団体 B
（B）

適宜助言や支援を行い、団体が自立を図
りながら男女共同参画について啓発活動
をすることができた。

②市民が地域の社会
づくりに参画、自主
的に活動できるよう
な社会教育関係団体
の支援と連携

生涯学習課

栃木市地域女性会連絡協議会（４団
体）、とちぎ地域女性連絡協議会（２
団体）の事務局として支援や連携を
図った。
各種研修会の実施や赤十字奉仕活動、
新入学児童への愛の鈴・雑巾の配布等
の活動を実施した。

通年 市内

栃木市地域女
性会連絡協議
会員
とちぎ地域女
性連絡協議会
員

会員数
約１２０人

B
（B）

各地域女性会の情報や実施事業を共有す
ることで、充実した活動につなげること
ができた。

人権・男女共
同参画課

エコライフinとちぎにおいて、栃木市
女性団体連絡協議会の協力を得て、エ
コバック作りを行った。(先着100
名。参加費は無料。)

R5.2月

とちぎ岩下の
新生姜ホール
（栃木文化会
館）

市民
女性団体連絡協

議会役員
16人

B
（N）

来年度もエコライフinとちぎを開催する
予定なので、同様の活動実施を考えてい
きたい。

環境課

エコライフinとちぎを開催。
講演会や環境保全に関する啓発展示を
行った。あわせて、栃木市ゼロカーボ
ンシティ宣言、ごみ減量宣言を行っ
た。

R5.2月

とちぎ岩下の
新生姜ホール
（栃木文化会
館）

市民 約300人
B

（B）

行政と企業、各団体が協働で環境保全や
地球温暖化対策に関するイベントを実施
することで、参加者及び市民の環境に対
する意識を高めることができる。今後も
時代に即した内容を検討しながら実施し
ていきたい。

市民生活課

・自治会等へ出前講座を実施した。
延べ実施回数14回、延べ参加人数
311人
・5月の消費者月間期間中、消費者団
体等と協力し、悪質商法等に関するチ
ラシ、啓発物資を1店舗、200人に配
布した。
・消費生活展では、令和5年2月11日
（土）に実施し、延べ200人に啓発チ
ラシ、啓発物資を配布した。

通年

公民館
集会室
スーパー
とちぎ岩下の
新生姜ホール
（栃木文化会
館）

市民

出前講座311人
啓発チラシ・啓
発物資配布人数

400人

B
（B）

消費者被害を未然に防止するため、引き
続き消費者啓発を行うほか、消費者教育
を推進し、「消費生活に関する知識を習
得し適切な行動に結びつける実践的能力
の育成」を図る。

①女性団体や行政、
事業者が協働し、環
境保全、消費生活意
識向上等の啓発活動
を実施

ボランティア活動
の推進

2-11

2-10

男女共同参画に関
する活動団体への
支援と連携
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実 施 状 況 時  期 場  所 対 象 者 参加者数等

令和4年度　実績
番
号

事  業 事業の内容 担 当 課 評 価
どのような効果があったか。
または、改善すべき点は何か。

①男女共同参画地域
推進員との連携によ
る各種啓発事業への
協力

男女共同参画に関する標語選定や、
「とちぎ市男女共同参画のつどい」の
運営を市と協働で実施した。

1月

とちぎ岩下の
新生姜ホール
（栃木文化会
館）

市民
男女共同参画地

域推進員
29人

B
（B）

つどいでは、男女共同参画地域推進員が
準備等に尽力され、講座の内容も大変好
評だった。
今後も引き続き同様の活動を実施してい
きたい。

②広報等による地域
推進員の周知と募集

ホームページ、「きららとちぎ」等に
より周知と募集を行った。

通年 － 市民
男女共同参画地

域推進員
29人

B
（B）

男女共同参画地域推進員に対して、男女
共同参画に関する情報を提供して、活動
の支援を図った。今後も、活躍を掲載す
るなど周知を図りたい。

①男女共同参画の視
点からの防災講座の
開催

人権・男女共
同参画課

とちぎ市男女共生大学を開催し、「整
理収納から始める防災備蓄」をテーマ
に、防災意識について学んだ。

7月
市役所3階
正庁 市民 33人 B

（B）

防災対策に必要なことを学習でき、QR
コードからの申込みを開始したため、参
加者も多かった。家庭での防災意識を高
めることは、地域の防災力を高めるため
にも必要な取組みと思われるので、継続
して実施していく。

②女性や子育て、高
齢者のニーズに配慮
した「市地域防災計
画」の策定や防災対
策の推進

危機管理課

避難所従事職員を対象とする研修会に
おいて、人権・男女共同参画課職員を
講師に、男女共同参画の視点に立った
避難所運営についての講義を行った。

7月
市役所3階
正庁 市職員 29人

B
（B）

避難所従事職員に男女共同参画の視点に
立った避難所運営について、意識づけを
行うことができた。

③自主防災組織（自
治会等）設立の支援

危機管理課
設立された自主防災組織に対して補助
金を交付した。
交付件数：2件

6月 －

富士見町自治
会
鍋山第三自治
会

－
B

（B）

自主防災組織の設立推進のため、出前講
座を継続して実施する。
住民に対して栃木県が開催する防災リー
ダー研修会への参加を促す。

④各種団体の運営支
援（婦人防火クラブ
等）

予防課

・秋季全国火災予防運動（消防団通常
点検分列行進時火災予防啓発品配布）
・栃木県総合防災訓練（非常炊出し訓
練）
・春季全国火災予防運動（各地域にお
いて火災予防啓発品配布）
・視察研修（新型コロナウイルス感染
拡大防止のため中止）

随時

蔵の街大通り
栃木市総合運
動公園
道の駅みかも
道の駅にしか
た

市民 各回１0人
B

（B）

住宅用火災警報器が既存住宅への設置が
義務となってから10年が経過したの
で、維持管理についても力を入れて活動
し、火災予防思想の高揚を図りたい。

人権・男女共
同参画課

2-12

男女共同参画地域
推進員への支援と
連携

2-13
防災における男女
共同参画の推進
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（第2期プランP42・43・44）

施策の方向　2　働く場における男女共同参画と仕事と生活の調和の促進　【栃木市職業生活における女性活躍推進計画】

取組施策（1）　男女共に働きやすい環境の整備

実 施 状 況 時  期 場  所 対 象 者 参加者数等

①男女雇用機会均等
法の周知を図るとと
もに、男女格差の解
消や女性が働きやす
い職場環境の整備に
ついての周知、啓発
の実施

6月の男女雇用機会均等月間とその取
組みについて、市ホームページに情報
掲載し啓発を行った。

6月 －
事業主
労働者

― B
（B）

周知の継続及びより良い周知方法の検討
を行う。

②栃木市就業安定対
策協議会による職場
啓発活動のための資
料提供、各種研修会
等の開催及び情報提
供

栃木市就業安定対策協議会の事業とし
て、企業で働く人のための人権啓発冊
子「ＣＳＲ（企業の社会的責任）」を
市内事業所372社に送付し、事業所に
おける人権啓発を図った。

11月 －
市内事業所
（栃木地域の
一部）

372事業所 B
（B）

積極的な職場啓発活動を実施できた。

子育て支援課

従業員の仕事と子育ての両立支援や、
地域における子育て支援に取り組む
（取り組もうとする）企業を、子育て
応援企業として登録し、市民への周知
を行った。

通年 －

従業員の仕事
と子育ての両
立支援や、地
域における子
育て支援に取
り組む（取り
組もうとす
る）企業

子育て応援企業
登録数

75企業

B
（B）

今後も市広報紙・ホームページ等で周知
を行い、新規登録企業の増加を図る。

商工振興課

栃木県が実施している、従業員の仕事
と家庭の両立を応援する「いい仕事い
い家庭つぎつぎとちぎ宣言」企業の募
集を市ホームページや商工振興課窓口
にリーフレットを掲載することで周知
した。

通年
商工振興課窓
口

事業主 －
B

（B）

「いい仕事いい家庭つぎつぎとちぎ宣
言」市内登録数は令和4年度で83事業所
であり、増加傾向にある。

2-14

働く場における男
女共同参画に関す
る啓発の推進

商工振興課

2-15

男女共同参画に積
極的に取り組む事
業所等の取組促進

①仕事と家庭の両立
支援のための職場環
境づくりに積極的に
取り組む事業所等の
紹介及び取組の促進

基本目標　2　あらゆる分野における男女共同参画の環境づくり
　　　　　　　（ワークライフバランスの推進）

（）内は令和3年度の評価

令和4年度　実績

【事業実施者による評価】
A…計画を上回って達成
B…計画をおおむね達成
C…計画を下回った
N…コロナのため実績なし

番
号

事  業 事業の内容 担 当 課 評 価
どのような効果があったか。
または、改善すべき点は何か。
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実 施 状 況 時  期 場  所 対 象 者 参加者数等

令和4年度　実績
番
号

事  業 事業の内容 担 当 課 評 価
どのような効果があったか。
または、改善すべき点は何か。

①「短時間労働者の
雇用管理改善等に関
する法律（パートタ
イム労働法）」など
関連法の情報提供

労働関係法規の改正等、国・県より情
報を得た際には、関係する情報を市
ホームページ等において情報提供を
図った。
市ホームページにおいて、勤労者、雇
用主双方へ向けアルバイトの労働条件
の確認と改善を促した。

通年 －
事業主
労働者

－ B
（B）

周知の継続及びより良い周知方法の検討
を行う。

②労働者の福利厚生
制度等の充実

ウェルワークとちぎの周知を図るた
め、本庁、栃木商工会議所及び各商工
会に会報誌等を設置した。

中小企業退職金共済制度については、
広報とちぎや市ホームページに案内を
掲載、窓口にチラシ等を設置した。加
入促進月間である10月には市ホーム
ページにその旨を掲載し、効果的に周
知を行った。

通年/10月
商工振興課等
窓口

事業主
労働者

－ B
（B）

ウェルワークとちぎの会員数は令和４年
4月には1,479人、令和5年3月には
1,484人であり増加した。これからも会
員数の増加を実現できるようウェルワー
クとちぎと連携し、工夫した周知を行っ
ていく。

③事業所に対し、労
働条件向上に向けた
助成制度の周知、非
正規雇用から正社員
への転換あるいは正
社員としての求人募
集の啓発

市ホームページに「有期契約労働者の
無期転換ポータルサイト」のリンクを
掲載し、無期転換ルールの周知を行っ
た。

通年 －
事業主、労働
者

－
B

（B）

周知の継続及びより良い周知方法の検討
を行う。

2-17

働く場におけるハ
ラスメント防止対
策の推進

①男女ともに働きや
すい環境を推進する
ため、ハラスメント
防止対策についての
周知・啓発の実施

商工振興課

栃木市就業安定対策協議会による事業
として、企業で働く人のための人権啓
発冊子「ＣＳＲ」を市内事業所372社
に送付し、セクシャル・ハラスメント
防止のための啓発を含む事業所におけ
る人権啓発を図った。

11月 －
市内事業所
（栃木地域の
一部）

372事業所 B
（B）

積極的な職場啓発活動を実施できた。

2-16

働く場における労
働環境向上のため
の啓発

商工振興課
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実 施 状 況 時  期 場  所 対 象 者 参加者数等

令和4年度　実績
番
号

事  業 事業の内容 担 当 課 評 価
どのような効果があったか。
または、改善すべき点は何か。

②相談体制の充実 商工振興課

国や県で実施している各種の労働相談
に関する案内チラシを窓口に設置、市
ホームページに掲載し周知を図った。
また、労働相談に関する問い合わせが
あった際は、状況を把握し適切な相談
窓口や制度等を案内できるよう努め
た。

通年
商工振興課窓
口

事業主
労働者

－
B

（B）

周知の継続及びより良い周知方法の検討
を行う。
問い合わせがあった際適切な案内ができ
るよう様々な相談窓口を把握しておく。

総務人事課 ハラスメント研修の実施 1月 市役所 主査級職員 43人 B
（B）

職員のハラスメントに対する認識を深
め、ハラスメントの起こらない職場環境
をつくるための方策を検討する必要があ
る。

人権・男女共
同参画課

とちぎ男女共同参画センター相談ルー
ムに掲載されている、パルティの講座
案内のチラシを窓口に設置した。

通年
人権・男女共
同参画課窓口

市民 － B
（B）

国や県から送付されるリーフレットにつ
いて掲示し、情報提供を行うことができ
た。

2-18
職業能力向上のた
めの支援

①高等産業技術学校
への運営支援及び労
働者等への情報提供

商工振興課

栃木共同高等産業技術学校等の生徒募
集を広報紙や市ホームページに掲載す
るとともに、窓口に募集案内チラシを
設置し情報提供を図った。
また、県立県南産業技術専門校の生徒
募集チラシや関東職業能力開発大学校
のセミナー関係のパンフレット等を窓
口に設置し情報提供を図った。
さらに、栃木職業能力開発促進セン
ターが実施している職業訓練やセミ
ナーの情報を広報とちぎに掲載した。

通年
商工振興課等
窓口

職業能力向上
をめざす方、
事業主

－ B
（B）

栃木共同高等産業技術学校の周知に関し
ては、施設と協力し市有施設や学校、建
築関係の会社等広く周知を務めている。
また、令和4年度からは栃木職業能力開
発促進センターで実施している職業訓練
やセミナーの周知に力を入れた。

2-17

働く場におけるハ
ラスメント防止対
策の推進

③特定職業従事者に
対するハラスメント
防止のための充実
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実 施 状 況 時  期 場  所 対 象 者 参加者数等

令和4年度　実績
番
号

事  業 事業の内容 担 当 課 評 価
どのような効果があったか。
または、改善すべき点は何か。

①「ワーク・ライ
フ・バランス」研修
会の開催や「仕事と
家庭の両立セミ
ナー」等の講演会の
情報提供

市内事業所におけるワーク・ライフ・
バランスの取組みを推進し、多様な働
き方を可能にする社会の実現のための
取組をサポートするため、「ワーク・
ライフ・バランス講演会」を開催し
た。

３月 市役所
事業主
労働者

11人 B
（N）

ワーク・ライフ・バランスの取組をサ
ポートできた。参加者増のため、今後も
より良い周知方法の検討を行う。

②男女が働きやす
く、育児、介護、地
域活動に参加するた
めの制度等の情報提
供や先進事例等の紹
介

従業員の仕事と家庭の両立、女性の活
躍を目指している「いい仕事いい家庭
つぎつぎとちぎ宣言」について市の
ホームページ内に県のホームページの
リンクを貼り周知を図るとともに、働
き方改革やワークライフバランスにつ
いてのパンフレットを商工振興課窓口
に設置し周知を図った。

通年
商工振興課等
窓口

事業主
労働者

－ B
（B）

周知の継続及びより良い周知方法の検討
を行う。

③介護離職防止のた
めの事業所への中小
企業介護相談員の派
遣

窓口にチラシを設置、市のホームペー
ジに制度の案内を掲載し周知を図っ
た。

通年
商工振興課等
窓口

事業主
労働者

－ B
（B）

制度の利用が1件もなかったため、周知
方法の工夫や制度内容の見直しを図る必
要がある。

2-19

仕事と家庭の両立
（ワーク・ライ
フ・バランス）の
ための支援

商工振興課
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実 施 状 況 時  期 場  所 対 象 者 参加者数等

令和4年度　実績
番
号

事  業 事業の内容 担 当 課 評 価
どのような効果があったか。
または、改善すべき点は何か。

2-20 起業のための支援

①空き店舗活用支援
やビジネスプランコ
ンテスト等による支
援

商工振興課

蔵の街とちぎビジネスプランコンテス
ト（応募総数15件）
・市内で創業を目指す方等からビジネ
スプランを募集し、優秀なプランには
事業化を支援するための奨励金を贈呈
した。
また、創業を目指す女性や若者等の創
業における課題を解消するため、関係
機関と連携して伴走型の支援を行っ
た。
・ブラッシュアップセミナー（11月
29日）
・若手経営者との意見交換会（12月
13日）
・ブラッシュアップ個別相談会（1月
12日）
・最終審査会＆表彰式
（1月30日）
【奨励金】
最優秀賞80万円、女性特別賞30万
円、若者特別賞30万円、優秀賞5万円
×2人、とちぎおいしいーとこフード
バレー賞5万円（※栃木市フードバ
レー協議会から支出）
・ステップアップ個別相談会
（2月21日）

11月～2月 市役所等

市内で創業を
目指す方、創
業間もない
方、新事業展
開を目指す方

15人 B
（B）

・前年は10件だった応募数が令和4年度
は15件であった。今後も応募件数を増
やすために関係機関と連携し、周知や情
報発信を行っていく。
・新型コロナウイルス感染症の感染対策
を講じながら、令和4年度は対面による
セミナーや相談会を開催し、伴走型の支
援をすることができた。
・空き店舗活用補助金やビジネスプラン
コンテストにより新規創業に一定の効果
があがっているが、今後は創業者へのさ
らなるフォローアップに取り組む。

①窓口における求人
情報の提供

毎週発行している、ハローワークとち
ぎ求人情報を商工振興課窓口・本庁2
階ロビー・各総合支所並びに関係施設
に設置し情報提供を図った。
商工振興課窓口において、就活講座や
面接会などのイベントのチラシを設置
した。

通年
商工振興課
他、関係施設
等窓口

求職者 － B
（B）

毎週発行しているハローワークとちぎ求
人情報は、本庁舎において1週間10～
15部ほど求職者の方に手に取っていた
だいている。

②労働局や県等が主
催する合同企業面接
会の周知

栃木県や栃木労働局等の主催による合
同面接会等の情報を広報紙や市ホーム
ページ、窓口にチラシを設置して周知
を図った。

通年
商工振興課窓
口

求職者 － B
（B）

周知の継続及びより良い周知方法の検討
を行う。

2-21
就業・再就職に関
する支援

商工振興課
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実 施 状 況 時  期 場  所 対 象 者 参加者数等

令和4年度　実績
番
号

事  業 事業の内容 担 当 課 評 価
どのような効果があったか。
または、改善すべき点は何か。

③公共職業安定所等
との連携による合同
面接会・説明会の開
催や就職・再就職相
談の実施

新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め公共職業安定所との合同就職面接会
は未実施。

－ － － － N
（N）

新型コロナウイルス感染症の状況を見な
がら、対面での開催に向け準備を進め
る。

④求職者のための巡
回相談会等の開催

毎月開催されている小山労政事務所主
催の求職者のためのとちぎジョブモー
ル巡回相談会を市ホームページや窓口
にチラシを設置し周知を図った。ま
た、令和４年度は栃木市役所を会場と
して2回開催した。

９月
２月

市役所 求職者 8人 B
（B）

ジョブモール巡回相談会参加者アンケー
トを見ても「役に立った」という意見が
多くあり、実施する意義を感じる。今後
も栃木市を会場に実施していく。

①関係機関と連携し
て「労働時間適正
化」キャンペーン等
の労働時間短縮につ
いての啓発や、先進
事例の紹介等の実施

働き方改革に関するリーフレットを商
工振興課窓口に設置する等周知を行う
ことで、労働時間適正化や長時間労働
の是正を図った。

通年
商工振興課窓
口

事業主
労働者

－ B
（B）

周知の継続及びより良い周知方法の検討
を行う。

②有給休暇の取得促
進のための啓発

「年次有給休暇取得促進特設サイト」
や「働き方・休み方改善ポータルサイ
ト」などについて市ホームページで紹
介・周知することで有給休暇の取得を
促した。

労働関係法規の改正等、国・県より情
報を得た際には、関係する情報を市
ホームページにおいて情報提供を図っ
た。

通年
商工振興課窓
口

事業主
労働者

－ B
（B）

周知の継続及びより良い周知方法の検討
を行う。

2-21
就業・再就職に関
する支援

商工振興課

2-22

長時間労働の是
正、休暇取得促進
の啓発

商工振興課
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実 施 状 況 時  期 場  所 対 象 者 参加者数等

令和4年度　実績
番
号

事  業 事業の内容 担 当 課 評 価
どのような効果があったか。
または、改善すべき点は何か。

①仕事と家庭を両立
することができるよ
う、育児・介護休業
制度の普及促進のた
めの周知や先進事例
等の紹介等の実施

商工振興課

令和4年度から段階的に改正されてい
る育児・介護休業法に関する情報につ
いて、市ホームページに掲載し、制度
についての情報提供を図った。

通年 －
事業主
労働者

－ B
（B）

周知の継続及びより良い周知方法の検討
を行う。

②「次世代育成支援
対策推進法」の周知

子育て支援課

令和２年度から令和６年度までの計画
期間で策定した第二期栃木市子ども・
子育て支援事業計画に基づく施策を全
庁的に進め、実施状況について、市
ホームページに掲載することで周知を
図った。

通年 － 市民 － B
（B）

第二期栃木市子ども・子育て支援事業計
画に基づく施策の実施状況について、引
き続き、栃木市子ども・子育て会議の意
見を伺いながら、より良い周知方法の検
討を行う。

2-24

多様な働き方を可
能とする就業条件
整備等の啓発

①多様な就職条件の
整備を推進するため
事業主を対象とする
労働教育講座等につ
いての情報提供

商工振興課

労働局などが主催するセミナー等の情
報を市ホームページに掲載、商工振興
課窓口にパンフレットを設置すること
で周知を図った。

通年
商工振興課窓
口

事業主
労働者

－
B

（B）

周知の継続及びより良い周知方法の検討
を行う。

2-23
育児、介護休業制
度等の普及・啓発
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（第2期プランP45）

施策の方向　2　働く場における男女共同参画と仕事と生活の調和の促進　【栃木市職業生活における女性活躍推進計画】

取組施策（2）　働く場における女性の活躍推進の支援

実 施 状 況 時  期 場  所 対 象 者 参加者数等

2-25

働く女性を応援す
る各種講座等の開
催

①勤労者福祉施設等
における就職や再就
職に役立つ講座、家
庭生活との両立支援
のための講座の開催

商工振興課

勤労者総合福祉センターにおいて開催
していた未就職者や子育て世代の再就
職を支援する「マザーズセミナー」は
新型コロナウイルス感染症拡大防止の
ため未実施。

－ － － － N
（N）

「マザーズセミナー」は、感染症対策の
徹底等工夫をして開催できるようにした
い。また、各勤労者福祉施設において、
就業に役立つ講座等の開設を検討した
い。

①窓口における求人
情報の提供

毎週発行している、ハローワークとち
ぎ求人情報を商工振興課窓口・本庁2
階ロビー・各総合支所並びに関係施設
に設置し情報提供を図った。
商工振興課窓口において、就活講座や
面接会などのイベントのチラシを設置
した。

通年
商工振興課窓
口等

求職者 － B
（B）

毎週発行しているハローワークとちぎ求
人情報は、1週間で10～15部ほど求職
者の方に手に取っていただいている。

②ビジネスプランコ
ンテスト開催による
女性創業者支援

蔵の街とちぎビジネスプランコンテス
ト
・市内で創業を目指す方等からビジネ
スプランを募集し、優秀なプランには
事業化を支援するための奨励金を贈呈
した。

11月～2月 市役所等

市内で創業を
目指す方、創
業間もない
方、新事業展
開を目指す方

15人
(うち女性7人)

B
（B）

令和４年度は応募者の約半数が女性で
あった。
受賞についても、受賞者５名中、女性が
2名であり、本コンテストを通して多く
の女性の創業を支援できた。

③女性の就労機会を
広く提供するため、
労働関係機関等と連
携した再雇用支援の
ための情報提供

・ワークエントリーと連携し、女性や
高齢者を対象にした就活講座や面接
会、個別相談会を開催することで、女
性の就労を支援した。
・県等が開催する就職イベントの情報
を商工振興課窓口や市ホームページで
周知した。

通年 市役所等 求職者 11人 B
（B）

ワークエントリーと連携し行ったイベン
トでは、前年度よりも参加者が増加し
た。

2-26

女性の就業・再就
職、起業に関する
支援

商工振興課

基本目標　2　あらゆる分野における男女共同参画の環境づくり
　　　　　　　（ワーク・ライフ・バランスの推進）

（）内は令和3年度の評価

令和4年度　実績

【事業実施者による評価】
A…計画を上回って達成
B…計画をおおむね達成
C…計画を下回った
N…コロナのため実績なし

番
号

事  業 事業の内容 担 当 課 評 価
どのような効果があったか。
または、改善すべき点は何か。
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実 施 状 況 時  期 場  所 対 象 者 参加者数等

令和4年度　実績
番
号

事  業 事業の内容 担 当 課 評 価
どのような効果があったか。
または、改善すべき点は何か。

2-27

女性の職業能力向
上のための研修会
等への参加促進

①企業経営や企業研
修会、セミナー等の
情報提供

商工振興課

国や県、労働関係機関などから研修会
やセミナーの案内があった際には、市
ホームページや広報とちぎに掲載、商
工振興課窓口にパンフレットを設置し
て周知を図った。

通年
商工振興課窓
口

事業主、労働
者

－ B
（B）

周知の継続及びより良い周知方法の検討
を行う。

①「女性活躍推進
法」で努力義務とさ
れている一般事業主
行動計画を策定する
中小企業に対し、情
報提供、助言等の支
援を行う。

市ホームページにおいて、一般事業主
行動計画の策定に関する案内や関連す
る厚生労働省のリンクを掲載し周知を
図った。

通年 － 事業主 － B
（B）

周知の継続及びより良い周知方法の検討
を行う。

②女性活躍推進に取
り組む認定・表彰事
業所の好事例の紹介

女性活躍推進状況が優良な企業を厚生
労働省が認定する「えるぼし」、女性
の活躍、更に働き方の見直しも取り組
んでいる企業を県が認定する「男女生
き活き企業認定制度」を市ホームペー
ジに掲載、窓口にパンフレットを設置
し周知を図った。

通年
商工振興課窓
口

事業主 － B
（B）

令和4年度時点で、「男女生き活き企業
認定制度」に市内21事業所が認定され
ている。
今後は、市として制度の周知だけでな
く、具体的な取り組み例等も紹介してい
きたい。

①積極的改善措置
（ポジティブ・アク
ション）に関する情
報提供

6月の男女雇用機会均等月間を市ホー
ムページで周知し、その中で「積極的
改善措置（ポジティブ・アクショ
ン）」の説明を記載し、情報提供を
図った。

6月 － 事業主 － B
（B）

周知の継続及びより良い周知方法の検討
を行う。

②女性従業員のキャ
リアアップに取り組
む事業所を紹介する
「仕事と家庭の両立
応援宣言」募集の周
知、紹介

栃木県が実施している、従業員の仕事
と家庭の両立を応援する「いい仕事い
い家庭つぎつぎとちぎ宣言」企業の募
集を市ホームページや商工振興課窓口
にリーフレットを掲載することで周知
した。

通年
商工振興課窓
口

事業主 － B
（B）

「いい仕事いい家庭つぎつぎとちぎ宣
言」市内登録数は令和４年度で８３事業
所であり、増加傾向にある。

2-29
働く場における男
女格差解消の促進

商工振興課

2-28

女性活躍に積極的
に取り組む事業所
の支援

商工振興課
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実 施 状 況 時  期 場  所 対 象 者 参加者数等

令和4年度　実績
番
号

事  業 事業の内容 担 当 課 評 価
どのような効果があったか。
または、改善すべき点は何か。

①家族農業経営に携
わる各世帯員が、経
営方針や役割分担な
ど、家族みんなが働
きやすい就業環境に
ついて家族間で話し
合い、仕事と生活の
バランスをはかる
“家族経営協定”の
締結促進

農業委員会

女性農業委員を中心に推進活動を行っ
た。農業委員の理解を深めるために、
家族経営協定に関する研修会を11月に
実施。

通年
11月

－ 農業者 27人 B
（B）

家族経営協定の締結数は緩やかな上昇傾
向。今後も農業関係者への研修会の開催
や、パンフレットの配布等、広く興味を
持っていただけるような取組を実施す
る。

②県と連携し、女性
が積極的に経営に参
画し活躍できるよ
う、認定農業者の認
定に関して、共同申
請の働きかけ

農業振興課
年4回の経営改善計画更新時に、対象
農業者に共同申請の働きかけを行っ
た。

6月
9月
12月
3月

農業振興課窓
口

経営改善計画
更新対象者

令和5年3月末
現在で女性を含
む共同申請は
24組25人、女
性単独は12
人、農業法人の
代表は4件。
目標に対する結
果は、41人
/34人

A
（A）

夫婦での共同申請や女性単独での申請が
増加した。今後も共同申請の案内、周知
に努める。

①農村女性組織間の
連携強化及び女性の
若手農業者を発掘す
るため、女性団体の
活動支援

農村生活研究グループ協議会事業で農
産物収穫体験（黒大豆やサツマイモの
収穫）、スキルアップ講座（寄せ植え
教室・料理講習会等）を行った。

5月～3月
市内の農産加
工所
農場

栃木市農村生
活研究グルー
プ協議会会員

総参加者
61人

B
（N）

今年度は会の活動も実施でき、会員相互
の親交を深めることができた。今後は、
栃木市農村生活研究グループ協議会の存
在を周囲に認知してもらうため、周知方
法の検討をしていく。

②農業関連女性起業
家グループの育成支
援

新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、セミナー等中止

－ － － － N
（N）

2-31

女性農業者の育成
と女性農業団体活
動の活動支援

農業振興課

2-30

農業経営における
男女共同参画意識
の啓発
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（第2期プランP46）

施策の方向　3　家庭における男女共同参画の促進

取組施策（1）　男性の家庭生活への参画の促進

実 施 状 況 時  期 場  所 対 象 者 参加者数等

人権・男女共
同参画課

職員向け子育て世代モチベーション
アップセミナーを、第一生命（株）と
の包括連携協定により講師を派遣して
もらい、第一生命（株）社員も参加し
実施した。

6月
市役所３階正
庁

市役所職員等 24人 A
（C）

男性も女性も参加し、仕事と育児の両立
についての講話を受講後、グループワー
クを実施した。グループワークでは、闊
達な意見が出て、今後のライフワークに
役立つ情報を交換できた。

高齢介護課

老人福祉センター長寿園にて「健康料
理教室」を実施予定であったが新型コ
ロナウイルス感染拡大の影響のため実
施を見送った。

－
老人福祉セン
ター　　　長
寿園

－ － N
（N）

今後については、開催する方向で検討し
ていく。

妊婦や夫、支援者を対象に、妊娠・出
産・育児に関する正しい知識の提供や
沐浴等育児体験、情報交換を行い、安
心して子育てができるような教室を実
施した。（個別実施含む）

通年
栃木保健福祉
センター

市内に居住す
る妊婦とその
夫または支援
者

実施回数：
26回

参加者数：
妊婦122人

夫  99人
祖父母等

4人

A
（A）

参加者は初産婦の割合が多く、不安の軽
減や勉強したいとのニーズが高いことか
ら、妊娠期に夫婦や家族で学ぶ機会を持
つことで安心して妊娠期を過ごすととも
に出産、子育てができるような支援が提
供できていると評価する。
市内の妊娠届出の状況から半数以上が経
産婦であることや父親への支援を充実し
ていくために、次年度はきょうだい教室
や父親教室を実施していく。

①男性も（女性も）
家事、育児、介護に
参加できるような各
種学級、講座、セミ
ナーの開催

健康増進課

【コロナ禍での取組】
コロナ禍により産科医療機関の両親教室が未実施またはオンライン実施が多く、本教室への受講希望が昨年度から増加傾向にある感染予防対策
を講じ、回数や対象者数を増やし実施。

基本目標　2　あらゆる分野における男女共同参画の環境づくり
　　　　　　　（ワーク・ライフ・バランスの推進）

（）内は令和3年度の評価

令和4年度　実績

【事業実施者による評価】
A…計画を上回って達成
B…計画をおおむね達成
C…計画を下回った
N…コロナのため実績なし

番
号

事  業 事業の内容 担 当 課 評 価
どのような効果があったか。
または、改善すべき点は何か。

2-32

男性の家事・育
児・介護等への参
画の促進
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（第2期プランP47）

施策の方向　3　家庭における男女共同参画の促進

取組施策（2）　子育て支援の充実

実 施 状 況 時  期 場  所 対 象 者 参加者数等

①地域活動育成事業
の推進

子育て支援課
子育て支援施設を拠点とした団体へ運
営費補助をし、活動支援を行った。

通年 児童館等 団体会員
2団体
38人

B
（B）

地域における子育て活動を促進すること
ができた。

②保護者等の意見交
換の場の提供

生涯学習課

市内認定こども園、小規模保育施設に
おいて子育てに関する家庭教育学級等
を実施した。
保育園：8園[受講者:347人]
認定こども園：3園[受講者:38人]
小規模保育施設：8施設[受講者:204
人]
子育て支援センター：1施設[受講
者:19人]

通年

保育園
認定こども園
小規模保育施
設
子育て支援セ
ンター

保護者 608人 B
（B）

子育てに関する情報提供だけでなく、参
加した保護者が子育ての体験談を語るこ
とを通して、子育ての喜びや悩みを共有
する時間を設定していく必要がある。

2-34
地域子育て支援セ
ンターの充実

①地域の子育て家庭
に対する育児支援の
実施

子育て支援課

未就学児（主として概ね3歳未満の乳
幼児）とその保護者が相互に交流を行
う場として開設し、子育ての相談や助
言､情報提供を行った。公立9カ所(う
ち3ヵ所は児童館と連携)、民間6ヵ所
が開設。

通年
各子育て支援
センター

未就学児とそ
の保護者

47,177人 B
（B）

地域により利用者数の格差があるため、
各施設での事業の工夫・連携を進める。

2-35

ファミリー・サ
ポート・センター
の活用推進

①育児の援助を受け
たい人と行いたい人
が会員となって相互
に助け合うファミ
リー・サポート・セ
ンター事業の実施

子育て支援課

育児の援助を受けたい「依頼会員」と
育児の援助を行いたい「提供会員」を
募集・登録し、相互援助の調整・指導
を行い、また会員間の交流事業を行っ
た。

通年
ファミリー・
サポート・セ
ンター

小学生以下の
保護者

1,036件
B

（B）

依頼会員のニーズに応えられるよう、提
供会員の確保が課題である。

2-33

子育てに関する
ネットワークづく
りの促進

基本目標　2　あらゆる分野における男女共同参画の環境づくり
　　　　　　　（ワーク・ライフ・バランスの推進）

（）内は令和3年度の評価

令和4年度　実績

【事業実施者による評価】
A…計画を上回って達成
B…計画をおおむね達成
C…計画を下回った
N…コロナのため実績なし

番
号

事  業 事業の内容 担 当 課 評 価
どのような効果があったか。
または、改善すべき点は何か。
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実 施 状 況 時  期 場  所 対 象 者 参加者数等

令和4年度　実績
番
号

事  業 事業の内容 担 当 課 評 価
どのような効果があったか。
または、改善すべき点は何か。

2-36
各種保育サービス
の充実

①多様化する保育
ニーズに応えるた
め、民間保育園等と
連携し乳幼児保育、
延長保育、休日保
育、一時預かり保
育、特別支援保育、
病児・病後児保育を
実施

保育課

a)低年齢児保育（実人数）
b)延長保育（のべ人数）
　ア：標準時間認定
　イ：短時間認定
c)一時預かり保育（のべ人数）
　ア：一般型
　イ：幼稚園型
　ウ：余裕活用型
d)休日保育（のべ人数）
e)病児・病後児保育（のべ人数）
f)特別支援保育（実人数）

通年
各保育園・認
定こど園・小
規模保育施設

a)0～2歳児
b)在園児
c)ア：未就園
児
イ：1号認定
児
ウ：未就園児
d)未就園児
e)0歳～小学3
年生
f)特別支援を
要する児童

a)1,248人
b)ア：45,268

人
イ：27,852人
c)ア：3,394人
イ：34,028人

ウ：164人
d)198人
e)278人

f)47人

B
（B）

民間保育園、認定こども園、小規模保育
施設とも連携し、利用者のニーズに対応
した保育サービスの提供に努めた。
待機児童解消のため受皿の整備に努める
とともに、公立保育園の統廃合に伴う民
間事業者の参入によりきめ細やかな保育
メニューを提供し、更なる保育サービス
の充実を図る。

①家庭児童相談の実
施（対象は18歳未
満）

家庭児童相談室の家庭相談員が各種相
談に応じ、指導を行った。

通年
家庭児童相談
室他

18歳未満の
相談者

のべ
6,023件

A
（A）

相談者に寄り添い、傾聴し、相談内容に
応じ適切に対応することができた。
相談件数は増加傾向にあり、内容も多様
化していることから、研修等を通して、
相談員の資質向上に努める。

②子育て相談の実施
（対象は就学前の児
童）

養育支援員が養育に関する相談を受
け、支援のため家庭訪問等を行った。

通年 相談者宅 就学前の児童 のべ362件
B

（B）

家庭環境や親の養育力の不足から、児童
の養育が困難な家庭に対し、訪問により
育児家事支援等を行うことで、虐待の防
止につなげることができた。
近年、親の疾病等により養育が不十分な
家庭も多く見られるため、支援員の研修
や、関係機関と連携を図りながら支援に
努める。

③保健師、栄養士、
助産師、歯科衛生
士、保育士、心理職
による子育て相談の
実施

健康増進課

相談日を設定しての子育て相談の他、
家庭訪問、電話、面接による個別相
談、出産・子育て応援ギフト事業での
面談等を実施した。

通年
栃木保健福祉
センター、相
談者宅

市内に居住す
る乳幼児及び
その保護者

12,893人 A
（A）

妊娠届出数や出生数は減少しているが、
支援ニーズは増加傾向にある。
こども家庭センター創設に向けて、すべ
ての妊産婦、子育て家庭、こどもたちが
安心して過ごせるよう、横断的な相談支
援体制や支援を必要とする方への伴走型
相談支援体制を整えることが重要とな
る。

④母子保健推進員に
よる相談活動

健康増進課

子育て支援課

2-37
子育てに関する相
談の充実

令和元年度事業終了
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実 施 状 況 時  期 場  所 対 象 者 参加者数等

令和4年度　実績
番
号

事  業 事業の内容 担 当 課 評 価
どのような効果があったか。
または、改善すべき点は何か。

⑤女性のこころの相
談、母子・父子自立
支援員兼婦人相談員
による相談の実施

母子・父子自立支援員兼婦人相談員が
各種相談に応じ、指導を行った。

通年 子育て支援課 相談者
のべ

2,344件
B

（B）

それぞれの相談内容に添った、適切な相
談・支援業務を行った。引き続き、関係
機関との連携や制度の把握に努め、相談
者に対し、適切な支援・助言を行う。

⑥心・育ちの相談室
の実施

医師や臨床心理士等が子どもの発達や
心の課題について相談を受け、必要に
応じた検査を行い、専門的評価に基づ
く助言を行った。
面接件数：500件　知能検査：47件
言語検査：79件

通年
こどもサポー
トセンター

児童及び保護
者

626件
B

（B）

発達障がい等を背景とした不登校や自傷
の相談が増えてきている。長期化してし
まうと支援が難しくなるので、関係機関
にはなるべく早い時期に保護者の来談を
促してもらえるよう働きかけていく。

2-38
子育て家族の外出
支援

①「赤ちゃんの駅」
の登録事業の推進と
市民への周知

子育て支援課

おむつ替えや授乳のため自由に利用す
ることのできる施設を、赤ちゃんの駅
として登録し、市民への周知を図っ
た。
赤ちゃんの駅登録数：８０か所
（公共施設5９か所・民間施設21か
所）
 移動式赤ちゃんの駅
 （災害用6セット、貸出用1セット）

通年 市内 子育て家族
登録数

80か所
B

（B）

赤ちゃん連れで外出しやすい環境づくり
を行った。
今後も、赤ちゃんの駅の登録数の増加を
図るため、周知活動を行っていくととも
に、民間施設の登録数を増加させる方策
を検討していく。

2-39
児童館、児童セン
ターの充実

①地域の子どもが誰
でも気軽に楽しく遊
べる場の提供と、各
種事業の実施

子育て支援課
地域における遊び及び生活の援助支援
を行った。
公立5館(指定管理3館)､民間1館

通年 市内児童館
0から18歳未
満までの児童
とその保護者

62,840人 B
（B）

施設によって利用者層に偏りがあるた
め、年齢層に応じた遊びが提供できる環
境を整備する。

2-40
学童保育事業の推
進

①児童の健全育成を
図るため、昼間保護
者のいない家庭の小
学生を対象にした学
童保育の推進

子育て支援課

各学童保育施設で19時までの延長保育
および長期休業中の早朝保育を実施し
た。

公設公営：40か所
公設民営：14か所
民設民営：9か所
待機児童：0人

通年
各学童保育施
設

市内の小学校
に在籍する児
童

利用者数
2,072人

B
（B）

利用者のニーズに対応したサービスの提
供に努めた。
利用児童数の増加による受け入れ拡大を
図るため、学童保育施設の建設に向けた
設計委託を行った。

2-37 子育て支援課
子育てに関する相
談の充実

39



実 施 状 況 時  期 場  所 対 象 者 参加者数等

令和4年度　実績
番
号

事  業 事業の内容 担 当 課 評 価
どのような効果があったか。
または、改善すべき点は何か。

2-41
こども医療費の助
成

①子どもの医療費の
うち保険診療の自己
負担分を助成

保険年金課

子どもの疾病の早期発見と早期治療を
促すために、医療費の保険診療分の自
己負担分を助成した。令和5年1月から
は対象を18歳（高校生相当）まで拡大
した。

通年 ―

18歳に達す
る日以後の最
初の3月31日
までのこども

登録人数
21,873人

助成件数
260,941件

B
（B）

未登録者へ登録勧奨するとともに、登録
者へ制度内容を周知し利用を促す。

地域政策課

各地区子ども会の活動を共有し、情報
交換を行うために会議を開催した。

　会議数：3回
　　　　（10月、3月は文書開催）

4月
10月
3月

キョクトウと
ちぎ蔵の街楽
習館（栃木市
市民交流セン
ター）

団体役員 33人
B

（B）

地区子ども会ごとで活動を報告し合うこ
とにより、それぞれの活動状況を把握す
るための支援をすることができた。課題
として、各地区子ども会活動だけでな
く、全体として事業に取り組めるように
支援していく必要がある。

各地区子ども会育成会と協議を重ねな
がら、連携した事業活動を実施。

6月～3月 各公民館
各地区小中学
生

17事業

のべ参加者
2,064人

B
（B）

事業内容の見直しをして、今回のように
感染症が拡大している状況の中、子ども
達の為にできることを考え、事業を実施
した経験は、今後の団体活動において役
立つ、有益な経験となった。

①子育て支援を行う
ＮＰＯ法人等の活動
団体の支援

地域政策課

市民活動推進事業補助金による事業費
の助成を行った。
また、とちぎ市民活動推進センター
「くらら」において、活動スペース等
の提供、情報の収集・提供、ホーム
ページ等による活動の周知・広報を
行った。

通年 くらら NPO法人等 ― C
（C）

今後も同様の取り組みを行い、活動を支
援していく必要がある。

②子育てに関する自
主的な交流活動の支
援

子育て支援課

子育て支援施設を拠点とした母親クラ
ブ(母親に限らず､父親等も参加できる
組織)の運営費補助をし、活動支援を
行った。

通年 児童館等
母親クラブ会
員

2団体

38人

B
（B）

地域における子育て交流活動を支援する
ことができた。

2-43

子育て支援を行う
ＮＰＯ法人等の活
動団体の支援

【コロナ禍での取組】
公民館によっては、やむなく中止としたところもあったが、代替事業を実施。コロナ禍でも子ども会イベントを安心安全に行うことは可能かを
役員間でよく話し合うことができた。

地域政策課
各地域づくり
推進課

①子どもの健やかな
成長が図られるよう
各地区子ども会育成
会活動の支援

子ども会育成会活
動の充実

2-42
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基本目標　3　安心して暮らすことができる社会づくり （第2期プランP48）

施策の方向　1　男女の生涯にわたる健康の支援

取組施策（1）　生と性を尊重する意識の醸成

実 施 状 況 時  期 場  所 対 象 者 参加者数等

依頼があった学校に、授業協力や母子
保健教材の貸出を行った。講話の内容
は、自分の身体を大切にしたいと思え
ることや、「性」と「生」を主体的に
判断できる力を育むとともに、望まな
い妊娠や性感染症の予防について考え
ることができるよう、正しい知識の普
及啓発を行った。

通年
市内各小中学
校

市内小中学生

授業実施2校
190人

人形貸出
６校

B
（B）

生徒アンケートから「自分も相手も心と
体を大切にする」「生んでくれたことに
感謝します」「妊娠の仕組み、思春期に
ついてよくわかった」「思春期の自分を
受入れたい」など多くの感想があった。
次年度は希望校を増やし実施していきた
い。

①小・中学校の学級
活動や授業における
県教育委員会作成
「性教育及び薬物乱
用防止教育指導プロ
グラム集」の活用

県教育委員会作成資料を参考に、性教
育及び薬物乱用防止に関する指導を実
施した。

各学校教育計
画に基づいて
実施

市内各小・中
学校

児童生徒 10,973人 B
（B）

薬物乱用防止については、正しい知識を
習得し、規範意識の向上につながった。
性については、インターネットに情報が
氾濫している中で、それらの情報を正し
く選択し適切に行動できる力を養うこと
が課題である。

②ＬＧＢＴ等、性に
対する正しい理解を
深める指導の充実

多様な性に関する人権啓発資料を作
成、配布し、保護者や児童生徒への理
解促進を図った。

4月～5月
市内各小・中
学校

市内全児童・
生徒及び保護
者

13,300部
B

（B）

多様な性について家庭でも考える機会を
作ることができた。今後は発達段階に応
じた指導を充実させるため、教職員対象
の研修なども充実させたい。

③外部講師を招いて
の性教育講演会等の
開催

保健給食課

各小中学校で児童生徒や保護者を対象
に、外部講師を招いての性教育講演会
等を開催した。

通年
市内各小・中
学校

児童生徒及び
保護者

開催11校
参加数：1,246人

B
（B）

全小中学校42校中11校で外部講師を招
いての性教育講演会を開催した。今後も
実施校数を増やすことが課題である。

3-2
性教育に関する指
導

学校教育課
保健給食課

3-1
性（生）教育に関
する啓発

①女小・中学生の性
（生）に関する授業
協力・研修会の開催

健康増進課

【コロナ禍での取組】
クラス数の多い学校は、TEAMSを利用し感染対策を講じ実施できた。

（）内は令和3年度の評価

令和4年度　実績

【事業実施者による評価】
A…計画を上回って達成
B…計画をおおむね達成
C…計画を下回った
N…コロナのため実績なし

番
号

事  業 事業の内容 担 当 課 評 価
どのような効果があったか。
または、改善すべき点は何か。
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実 施 状 況 時  期 場  所 対 象 者 参加者数等

令和4年度　実績
番
号

事  業 事業の内容 担 当 課 評 価
どのような効果があったか。
または、改善すべき点は何か。

①教育相談の実施 学校教育課
すべての児童生徒を対象に、教育相談
を実施した。

学期ごと等に
実施

市内各小・中
学校

児童生徒 10,973人 B
（B）

定期の教育相談や呼び出し相談等をとお
して、児童生徒の悩みを把握し、児童生
徒に寄り添いながら支援をすることがで
きた。また、解決困難な相談内容につい
ては、学校、関係諸機関と連携を図りな
がら対応することができた。

②保健室での個別カ
ウンセリングの実施

保健給食課
各小中学校で児童生徒を対象に、保健
室での個別相談を実施した。

通年
市内各小・中
学校

児童生徒
相談17校

相談人数：90人
B

（B）

各小中学校で保健室での個別相談を実施
した。今後も、児童生徒が気軽に相談で
きるような雰囲気や体制づくりを進めて
いく。

③相談ポストの設置 学校教育課
相談ポストの有無にかかわらず、児童
生徒が悩みを打ち明けられる相談体制
を整えてきた。

随時
市内各小・中
学校

児童生徒 10,973人
B

（B）

児童生徒がいつでも悩みを打ち明けられ
るように、児童生徒及び教職員との信頼
関係の強化を図る。また、相談の内容に
応じて、組織的かつ適切に対応すること
ができるようにする。

3-4
小・中学校におけ
るエイズ教育の推
進

①児童生徒・教職員
及び保護者への正し
い知識を得るための
啓発活動の実施

学校教育課
保健給食課

小学校6年生及び中学校3年生の児童生
徒において、エイズを含めた感染症予
防教育を実施した。
また、県教育委員会から送付されたエ
イズに関する広報を各小中学校へ周知
し啓発した。
・世界エイズデーの実施
・世界エイズデーポスターコンクール
の実施及び募集
・HIV検査普及週間の実施

通年
市内各小・中
学校

小学6年生
中学3年生

約2,550人 B
（B）

各小中学校で、小学校6年生及び中学校
3年生の保健体育の分野でエイズ等感染
症予防に関する授業を実施した。指導に
あたり、発達の段階を踏まえること、学
校全体で共通理解を図ること、保護者の
理解を得ることなどに配慮する必要があ
る。

①エイズ予防に関す
る広報

②エイズに対する偏
見や差別の防止

－ 市民 －
B

（B）

エイズデーの啓発・情報提供を行うこと
ができた。
周知啓発を継続していきたい。

3-5
エイズに関する知
識の啓発

健康増進課
12月1日エイズデーに合わせて、リー
フレットの設置やポスター掲示を行っ
た。

10月～
12/1

3-3
教諭、養護教諭に
よるカウンセリン
グの充実
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基本目標　3　安心して暮らすことができる社会づくり （第2期プランP40・50）

施策の方向　1　男女の生涯にわたる健康の支援

取組施策（2）　生涯を通じた男女の健康づくりの支援

実 施 状 況 時  期 場  所 対 象 者 参加者数等

3-6 不妊治療費の助成

①不妊治療を受けて
いる夫婦に保険適用
外治療費の一部を助
成

保険年金課
不妊治療費のうち、保険診療外の負担
の一部を助成した。

通年 -
不妊治療を受
けている夫婦

助成件数
109件

B
（B）

申請件数は増加傾向である。市ホーム
ページや広報誌を活用し、引き続き制度
の周知を図っていく。

身体及び精神の発達状況を確認し、疾
病や異常の早期発見を行うと共に、子
育ての不安や悩みが軽減できるよう、
多職種での相談支援や、離乳食の進め
方の動画視聴、災害時3日分のミルク
や食事量の展示などの情報発信を行っ
た。

通年

栃木保健福祉
センター
大平健康福祉
センター

市内在住の乳
幼児
4か月
9か月
1歳6か月
3歳

4か月児：79８人
9か月児：795人

1歳6か月児：
875人

3歳児：1,033人

A
（A）

健診の精度の向上、専門職の相談体制の
強化、感染症対策を講じ、安心安全面を
配慮した。虐待予防の観点からも未受診
管理を徹底し、受診の呼びかけや訪問、
電話等での把握をしている。
栃木市で子育てしたいと回答する割合は
向上している。

がんの早期発見・早期治療のため、集
団検診及び個別検診にて各種がん検診
を実施した。

集団検診
6月～2月

個別検診
4月～3月

集団検診：栃
木保健福祉セ
ンターほか
12箇所
個別検診：委
託医療機関

胃がん、肺が
ん、大腸がん、
前立腺がん：
40歳以上

子宮がん：20
歳以上

乳がん：30歳
以上

受診者数
胃がん：5,354人
肺がん：11,355人
大腸がん：10,793人
前立腺がん：4,202人
子宮頸がん：7,251人
子宮体がん：741人
乳がん：6,537人

B
（B）

感染予防を徹底し、できる限り受診者の
不安を取り除くことができた。また、今
後は更に、検診の重要性を周知していく
必要がある。

【コロナ禍での取組】
感染対策について医師の助言を得ながら対策を講じた。コロナ禍で孤立化しやすい環境のため、不安や悩みが軽減できるよう、保護者に寄り添った
支援をしている。

①乳幼児健診の充実

【コロナ禍での取組】
感染対策の徹底、時間指定での呼出、受付時の体調チェック等を実施した。

②がん検診の実施

健康増進課各種検診等の充実3-7

（）内は令和3年度の評価

令和4年度　実績

【事業実施者による評価】
A…計画を上回って達成
B…計画をおおむね達成
C…計画を下回った
N…コロナのため実績なし

番
号

事  業 事業の内容 担 当 課 評 価
どのような効果があったか。
または、改善すべき点は何か。
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実 施 状 況 時  期 場  所 対 象 者 参加者数等

令和4年度　実績
番
号

事  業 事業の内容 担 当 課 評 価
どのような効果があったか。
または、改善すべき点は何か。

健康の保持増進のために健康相談及び
栄養相談・禁煙相談を実施。

通年
各保健福祉セ
ンター

市民
実人数
16人

Ａ
（A）

今年度は、集団検診当日の特定保健指導
参加勧奨の場を活用し、特定保健指導の
予約に繋がらなかった方にも健康に関す
る助言を行った。
相談者から「相談できてよかった」とい
う声が多く、市民にとって健康に関する
身近な相談窓口になっていると考える。
今後も周知を強化し、事業を継続してい
く。

②病態別栄養指導の
実施

慢性疾患の病状改善のため、病態別栄
養相談を実施。

通年
各保健福祉セ
ンター
訪問

市民
実人数：15人

のべ人数：15人

B
（B）

病態別栄養相談は、主治医からの栄養指
導連絡票に基づき実施している。今後も
医療機関と連携し、病状の進行が予防で
きるよう効果的な指導を実施していく。

①生活習慣病予防対
策事業の実施

保険年金課
・特定健康診査の実施

・特定健康診査未受診者受診勧奨

6月～2月
9月
11月

保健福祉セン
ター等

国保加入者40
歳以上

受診者：8,157人

受診再勧奨
20,000人

B
（B）

特定健康診査の受診は、生活習慣病の早
期発見、早期治療に繋がり、予防の観点
からも市民の健康に寄与することから、
特定健康診査の理解を図るため啓発活動
を実施した。また、対象者への受診勧奨
発送を年2回に増やし実施したことによ
り、一定の成果が見られた。引続き対象
者への受診勧奨を行うことで、受診率向
上に努めたい。

・カウンセラーによるこころの健康相
談の実施
・こころの健康サポーター（ゲート
キーパー）養成研修
・メンタルヘルスチェックシステム
（こころの体温計）
・うつ・自殺予防啓発の街頭キャン
ペーン

通年

街頭啓発
9月
3月

【相談】保健
福祉センター
等
【研修】保健
福祉センター
等
【街頭啓発】
図書館 等

市民
通勤
通学者

相談：22回
参加者53人

研修：5回
参加者218人

メンタルチェックシ
ステムアクセス数：
25,475件

街頭啓発物配布：
1,500セット

B
（B）

こころの健康相談は、新型コロナウイル
ス感染拡大防止のため、オンライン相談
と併用して実施した。
今後も感染対策を講じながら、事業を実
施していく必要がある。

3-8
健康に関する相談
の充実

健康増進課

【コロナ禍での取組】
感染対策を徹底し、フェイスシールド着用して相談を実施した。また、禁煙相談で実施していた肺年齢測定（呼気中CO濃度測定）は中止した。

①健康相談及び栄養
相談の実施

【コロナ禍での取組】
窓口周知用カードとポケットティッシュを作成し、図書館やスーパー、コンビニエンスストア、ワクチン接種会場で配布した。

健康増進課
②こころの健康づく
りのため相談や普及
啓発の実施

3-9
生涯にわたる健康
づくりの支援

44



実 施 状 況 時  期 場  所 対 象 者 参加者数等

令和4年度　実績
番
号

事  業 事業の内容 担 当 課 評 価
どのような効果があったか。
または、改善すべき点は何か。

①妊産婦健康診査の
実施

健康増進課

妊産婦の健康管理及び口腔衛生の向上
を図るため、1人につき妊婦健康診査
14回分、産婦健康診査2回分、多胎妊
婦健康診査5回分追加の健診費用の助
成を行った。また、市内の歯科医院に
おいて妊産婦歯科健康診査を1人につ
き産前１回、産後１回計2回の助成を
行った。

通年 委託医療機関
市内に居住す
る妊産婦

妊婦健診：
のべ8,802人

産婦健診：
のべ1,374人

妊産婦歯科健康診
査：335人

B
（B）

産婦健康診査は産後うつ予防や新生児虐
待の予防を図ることを目的としており医
療機関と連携を図り支援を行っている。
妊産婦歯科健康診査では、妊娠中及び産
後の口腔衛生管理の大切さを啓発してい
くことが必要である。

②妊産婦の医療費の
うち保険診療の自己
負担分を助成

保険年金課

疾病の早期発見と治療、母子保健の向
上のため、母子手帳を交付された妊産
婦に医療費の保険診療分の自己負担分
を助成した。

通年 － 妊産婦

登録人数
1,253人

助成件数
5,134件

B
（B）

未登録者へ登録勧奨するとともに登録者
へ制度案内を周知し利用を促す。

妊婦や夫、支援者を対象に、妊娠・出
産・育児に関する正しい知識の提供や
沐浴等育児体験、情報交換を行い、安
心して子育てができるような教室を実
施した。（個別実施を含む）

通年
栃木保健福祉
センター

市内に居住す
る妊婦とその
夫または支援
者

26回
参加者数：
妊婦122人

夫  99人
祖父母等

4人

A
（A）

参加者は初産婦の割合が多く、不安の軽
減や勉強したいとのニーズが高いことか
ら、妊娠期に夫婦や家族で学ぶ機会を持
つことで安心して妊娠期を過ごすととも
に出産、子育てができるような支援が提
供できていると評価する。
市内の妊娠届出の状況から半数以上が経
産婦であることや父親への支援を充実し
ていくために、次年度はきょうだい教室
や父親教室を実施していく。

①思いやり駐車ス
ペースつぎつぎ事業
の妊産婦への周知

妊娠届出時全妊婦に説明周知を図っ
た。

通年
市役所
窓口

市内に居住す
る妊産婦

妊娠届出時の周知
100%

A
（A）

妊娠届出時や両親学級、また個別支援に
おいて、母子の健康管理や母性保健に関
する啓発を実施している。
妊娠7か月から産後1年まで利用できる
旨を今後も丁寧に説明を行う。

②働きながら子ども
を育てる母親へ育児
休業等に関するパン
フレットを配布

妊娠届出時全妊婦に説明周知を図っ
た。

通年
市役所
窓口

市内に居住す
る妊産婦

妊娠届出時での配布
100%

A
（A）

妊娠届出時において厚生労働省栃木労働
局雇用環境・均等室からのパンフレット
や母性健康管理指導連絡カードの配布し
ている。連絡カードの内容が改正となり
併せて説明を実施。

3-10
妊産婦の健康管理
の充実

3-12
母性保護に関する
啓発活動の充実

健康増進課

【コロナ禍での取組】
コロナ禍により産科医療機関の両親教室が未実施またはオンライン実施が多く、本教室への受講希望が昨年度から増加傾向にある。感染予防対策を
講じ、回数や対象者数を増やし実施。

健康増進課

①夫婦がともに妊
娠・出産・育児の知
識を得、情報交換を
することで夫婦の役
割を認識し楽しく育
児ができるよう両親
（母親）教室の開催

両親（母親）教室
の開催

3-11
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実 施 状 況 時  期 場  所 対 象 者 参加者数等

令和4年度　実績
番
号

事  業 事業の内容 担 当 課 評 価
どのような効果があったか。
または、改善すべき点は何か。

①食生活改善推進員
による食育活動の実
施

②食生活改善のため
の講座の開催と情報
提供

①市民の健康増進の
ための健康まつり等
の開催

②健康づくりの意識
啓発、各種相談・指
導の実施

①乳がん・子宮がん
検診の実施と受診勧
奨

対象者全員に「けんしんガイドブッ
ク」及び「けんしんパスポート」を送
付し、受診勧奨を行った。（A）
また、年度途中に乳がん検診及び子宮
がん検診のクーポン対象者で未受診・
未予約の方（B）へ再勧奨を行った。

集団検診において女性のみの検診日を
31日設け、また、年５回の託児付き
検診を開始し、女性が受診しやすい環
境を整えた。

　再勧奨
乳がん : 41歳の女性　718人
子宮頸がん : 41歳の女性　6,697人

・Aについて
は5月下旬

・Bについて
は11月上旬

栃木保健福祉
センターほか
12か所

A子宮頸がん
検診…20歳以
上
乳がん検診…
30歳以上

B乳がん検診
クーポン対象
者(41歳)で未
受診者・未予
約の方及び子
宮がん検診
クーポン対象
者（21歳）で
未受診・未予
約の方

・子宮頸がん検診
受診者　7,251人

22.6%

・子宮体がん検診
受診者　741人

2.3%
 

・乳がん検診  受診
者　6,537人

21.4%

B
（B）

乳がん個別検診の対象者を前年度までの
41歳のみに限らず、40歳以上で前年度
未受診者または、前年度の結果が「異常
認めず」以外の方に拡大した。
子宮頸がん検診、乳がん検診ともまだ受
診率が低いので、検診を受けることの重
要性を理解してもらい、引き続き受診率
の向上に繋げていきたい。

②骨粗しょう症検診
の実施

60、65、70歳の男性及び
20、25、30、35、40、45、50、
55、60、65、70歳の女性に対し、
骨粗しょう症検診を行った。

6月～2月
栃木保健福祉
センター他
12か所

60,65,70歳
の男性
20,25,30,35
,40,45,50,5
5,60,65,70
歳の女性

受診者
1,561人

11.8%

B
（B）

受診率が低いまま停滞している。
骨密度が低下すると、骨粗しょう症の発
生リスクが高まることから、啓発を行
い、受診率向上に努めたい。

健康増進課

3-13
食生活改善に関す
る講座等の充実

健康増進課

3-14
市民の健康増進の
イベントの実施

健康増進課

【市民健康まつり、岩舟健康福祉まつ
り】
新型コロナウィルス感染拡大防止のた
め未実施。

－

【コロナ禍での取組】
感染対策の徹底、時間指定での呼出、受付時の体調チェック等を実施した。

女性特有の疾病
に対する予防対
策の推進

3-15

状況を見ながら、開催できるよう工夫し
ていきたい。

地域において食生活改善推進活動及び
情報提供の実施。
（会員数　103人）

栄養講話での中で、みそ汁の塩分測定
や野菜の重量体操等を取り入れた教室
を実施した。

通年
保健福祉セン
ター
訪問　等

市民

各支部活動
実施回数4回

参加者数118人

グループ会
実施回数35回

参加者数217人

B
（B）

地域での通いの場等を利用した教室の開
催を実施することで地域に根差した活動
となり、人との関わりの大切さを知るこ
とができた。

－ － － N
（N）
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実 施 状 況 時  期 場  所 対 象 者 参加者数等

令和4年度　実績
番
号

事  業 事業の内容 担 当 課 評 価
どのような効果があったか。
または、改善すべき点は何か。

新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、中止とした事業もあったが、小・
中学生の健全育成と体力向上を目的と
した「少年スポーツ振興事業」及び各
種スポーツ大会、教室を実施した。
【大会】
・第12回栃木市学童軟式野球交流大
会
・栃木市長杯第67回栃木市学童フッ
トベースボール大会
・第44回栃木市小・中学校ハンド
ボール大会
【教室】
・栃木市サッカー教室
・栃木市陸上教室
・栃木市ラグビー教室
・栃木市少年スキー教室（中止）

4月～2月
栃木市総合運
動公園　他

小・中学生 948人 B
（B）

複数の競技種目を開催することにより、
小・中学生の健全育成と体力向上はもと
より、より多くのスポーツに親しむ機会
の拡大を図ることができた。

中高年の健康で活力に満ちた生活を支
援するため、「中高年スポーツ振興事
業」により、スポーツ大会を実施し
た。
・第43回栃木市ゲートボール大会

6月
栃木市屋内運
動場

中高年 65人 A
（A）

中高年の健康づくり及び体力づくりを促
進するとともに、認知症予防や引きこも
り防止も図ることができた。

③スポーツ推進委員
の資質向上を目指し
た研修会の開催

栃木県スポーツ推進委員協議会主催の
座学研修に参加するとともに、市ス
ポーツ推進委員会事業によるモルック
及びタグラグビーの実技研修を企画・
実施した。

通年 市内
スポーツ推進
委員

51人 B
（N）

研修を通してスポーツ推進委員のスキル
アップを図ることができた。
今後、スポーツ推進委員が関わる市民参
加の教室やイベントにおいて、そのスキ
ルを最大限生かしていきたい。

④ニュースポーツの
指導、普及に必要な
知識や技術取得のた
めの研修会の開催

スマイルボウリングやペタンク等の
ニュースポーツの普及を目的とし、小
学生から高齢者対象の出前講座（軽ス
ポーツでハッスル）を実施した。

通年 市内 市民 374人 B
（B）

ニュースポーツは誰でも手軽に行うこと
ができ、世代を超えて楽しむことができ
るため、今後もスポーツ振興の一助とし
て、普及や指導に努めていきたい。

3-16
生涯スポーツの振
興

スポーツ課

【コロナ禍での取組】
各大会・教室において、基本的な感染対策の他、参加者・関係者に健康チェックシートの提出を求めた。

①小・中学生の健全
育成と体力向上を目
指した少年スポーツ
の振興

【コロナ禍での取組】
基本的な感染対策の他、参加者・関係者に健康チェックシートの提出を求めた。

②中高年の健康で活
力に満ちた生活支援
のための中高年ス
ポーツの振興

スポーツ課
生涯スポーツの振
興

3-16
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基本目標　3　安心して暮らすことができる社会づくり （第2期プランP51）

施策の方向　2　配偶者等からの暴力防止及び被害者の保護

                    【栃木市配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本計画】

取組施策（1）　配偶者等に対する暴力を許さない意識の啓発

実 施 状 況 時  期 場  所 対 象 者 参加者数等

3-17

配偶者からの暴力
防止のための啓発
活動の充実

①配偶者等からの暴
力防止講演会等の開
催や広報紙・ホーム
ページ等による情報
提供

人権・男女共
同参画課

11月12日～25日「女性に対する暴力
をなくす運動」期間の取組について広
報紙・ホームページに記事を掲載。
市役所1階市民スペースにてパネル展
示、啓発物資の設置、2階吹抜けにポ
スター、のぼり旗の設置。
栃木図書館と連携し、ＤＶ関連書籍を
集めた特設コーナー、パープルリボン
ツリーの設置。
12月2日は男女共生大学で、「精神的
暴力の影響とその理解」と題し、講座
を開催した。

11月
12月

市役所1階
市民スペース
2階吹抜け
栃木図書館

市民
職員

講座参加者
16人

B
（B）

認定NPO法人ウイメンズハウスとちぎ
カウンセラー藤平裕子氏の話を聞くこと
で、DVについて理解を深めることがで
きた。
栃木図書館と連携し、啓発活動を推進す
ることができた。また、特設コーナーに
設置したDV関連書籍の貸出が多く見ら
れ、興味・関心を持ってもらうことがで
きた。来年度以降も続けていきたい。

3-18

児童虐待防止のた
めの啓発活動の充
実

①要保護児童対策地
域協議会を主体とし
た児童虐待防止講演
会等の開催や広報
紙・ホームページ等
による情報提供

子育て支援課

例年実施している講演会が、新型コロ
ナウイルス感染症拡大防止のため、実
施が困難なこともあり、本年度は関係
職員向け研修会として実施した。
また、関係機関へのオレンジリボン配
布、庁内や公共施設での啓発ポスター
の掲示を行った。

11月
市役所
会議室他

関係機関
研修会
参加者
18人

B
（B）

発達障がいと児童虐待の関連、関わり方
についての講話を通して、関係職員のス
キルアップが図れた。
新型コロナウイルスも終息傾向にあるた
め、講演会の開催も検討しながら、啓発
活動を行っていきたい。

（）内は令和3年度の評価

令和4年度　実績

【事業実施者による評価】
A…計画を上回って達成
B…計画をおおむね達成
C…計画を下回った
N…コロナのため実績なし

番
号

事  業 事業の内容 担 当 課 評 価
どのような効果があったか。
または、改善すべき点は何か。
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基本目標　3　安心して暮らすことができる社会づくり （第2期プランP52）

施策の方向　2　配偶者等からの暴力防止及び被害者の保護

                    【栃木市配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本計画】

取組施策（2）　相談支援体制の充実と安全の確保

実 施 状 況 時  期 場  所 対 象 者 参加者数等

総合政策課

国際交流協会（総合政策課）では、外
国人相談窓口を開設し、各言語に対す
る相談を受け付けたが、令和4年度に
おいては、外国人相談窓口に、ＤＶに
関する相談はなかった。

通年
栃木市国際交
流協会

外国人住民等
相談件数

0件
B

（B）

今後も外国人相談窓口を開設し、相談し
やすい環境づくりや早期発見及び解決へ
の支援に取り組んでいく。

市民生活課
市民相談室（市民生活課）では、電話
や来室による問合せが数件あり、子育
て支援課へつないだ。

通年 － 市民 － B
（B）

今後も関係機関と連携し、支援を行って
いく。

障がい福祉課
被害者等に障がいがある場合、子育て
支援課と連携し、助言等の支援を行っ
た。

通年 市内 市民 － B
（B）

今後も関係機関と連携し、支援を行って
いく。

地域包括ケア
推進課

高齢者虐待の相談に対し、「栃木市高
齢者虐待防止マニュアル」に基づき対
応した。

通年 窓口 相談者
相談件数

211件
B

（B）

高齢者虐待の背景には様々な要因があ
り、多くの問題を抱える困難ケースもあ
ることから、通報を受け次第早急に情報
収集・事実確認を行うとともにコア会議
を開催し、適切な支援に努めた。

健康増進課
担当保健師やすこやか子育て相談室の
相談からDVを把握し、子育て支援課
と連携し支援をした。

通年 健康増進課 相談者
婦人相談員

相談件数
56件

B
（B）

担当保健師やすこやか子育て相談室の相
談からDVを把握し、子育て支援課と連
携し支援を実施した。今後も関係機関と
連携し支援していく。

3-19
ＤＶ相談窓口の充
実

①相談窓口について
関係機関が連携し、
助言や引継ぎを行
い、問題解決への支
援を実施

（）内は令和3年度の評価

令和4年度　実績

【事業実施者による評価】
A…計画を上回って達成
B…計画をおおむね達成
C…計画を下回った
N…コロナのため実績なし

番
号

事  業 事業の内容 担 当 課 評 価
どのような効果があったか。
または、改善すべき点は何か。
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実 施 状 況 時  期 場  所 対 象 者 参加者数等

令和4年度　実績
番
号

事  業 事業の内容 担 当 課 評 価
どのような効果があったか。
または、改善すべき点は何か。

庁内各課の窓口と連携することによ
り、迅速に対応するように努めた。相
談者に対しては、それぞれに応じた助
言等を行い、関係機関と連携を行っ
た。また、相談者に寄り添った支援を
することで次の支援へとつなげること
ができた。

通年 子育て支援課 相談者
相談件数

173件
(実人数）

B
（B）

相談者に寄り添った支援を行い、次の相
談へと繋げることができた。
引き続き、庁内で連携を図りながら、適
切な支援に努める。

新型コロナウイルス感染拡大の影響か
ら、研修の中止、ｗｅｂ形式への変更
等があったが様々な研修等参加し、実
際の支援に活用できるようにした。

通年
男女共同参画
センター他

母子・父子自
立支援員兼婦
人相談員

4人 B
（B）

年々、複雑化・多様化する相談やニーズ
に対応できるよう、研修会へ積極的に参
加し、資質向上に努めることができた。
今後も関係機関との連携を図るととも
に、研修から得た知識を相談支援に活用
していく。

人権・男女共
同参画課

市のホームページや、広報紙、男女共
同参画広報紙「きららとちぎ」の裏表
紙に、ＤＶ相談窓口の一覧を掲載して
いる。

通年 － 市民 － B
（B）

市民が相談しやすいよう、引き続き周知
の強化を図る。また、若者向けにSNSを
利用した周知をしていきたい。

子育て支援課
配偶者暴力相談支援センターについ
て、広報紙・ホームページに情報を掲
載した。

通年 － 市民 － B
（B）

引き続き、配偶者暴力相談支援センター
を含めた相談窓口について、広報紙に掲
載する。

3-21
被害者等の安全確
保

①被害者等の緊急時
における安全確保を
図るため、一時保護
施設などへの保護

子育て支援課

被害者との面接等において、安全確保
が必要と判断した場合は本人の同意を
得て、警察等と連携を図った。加え
て、県の一時保護施設へ入所手続きを
行った。

通年 婦人保護施設 被害者
保護件数

2件
B

（B）

面接等において、安全確保が必要と判断
した場合には、関係機関と連携を図りな
がら、県の一時保護施設へ入所手続きを
行った。

3-20
相談窓口の周知の
強化

①相談窓口について
広報紙、ホームペー
ジ等に掲載

3-19
ＤＶ相談窓口の充
実

②母子・父子自立支
援員兼婦人相談員の
資質の向上のための
研修会等への参加支
援

子育て支援課
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実 施 状 況 時  期 場  所 対 象 者 参加者数等

令和4年度　実績
番
号

事  業 事業の内容 担 当 課 評 価
どのような効果があったか。
または、改善すべき点は何か。

②母子・父子自立支
援員兼婦人相談員に
よる婦人保護施設へ
の同行・助言

被害者は、一時保護施設や婦人保護施
設へ入所する際、様々な気持ちを抱
く。そのため、相談員が同行すること
でその軽減を図りながら、今後に向け
た助言を行った。

通年 婦人保護施設 被害者
保護件数

2件
B

（B）

緊急時には、まず被害者の安全確保を第
一に考えながら、被害者の気持ちに寄り
添った支援を今後も続けていく。

③安全確保のために
必要な情報提供

施設入所中や退所後の安全を確保する
ための方法について、相談者に寄り添
いながら、情報提供を行った。

通年 婦人保護施設 被害者
保護件数

2件
B

（B）

被害者の安全を第一に考え、被害者の気
持ちに寄り添った支援や提案を行うこと
ができた。

子育て支援課3-21
被害者等の安全確
保
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基本目標　3　安心して暮らすことができる社会づくり （第2期プランP53）

施策の方向　2　配偶者等からの暴力防止及び被害者の保護

                    【栃木市配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本計画】

取組施策（3）　被害者の自立支援

実 施 状 況 時  期 場  所 対 象 者 参加者数等

①被害者の状況に応
じた生活保護制度や
児童扶養手当などの
各種手当の情報提供

福祉総務課
被害者の状況に応じた生活保護制度や
児童扶養手当制度などの各種手当の情
報提供を実施した。

通年 － 被害者 － B
（B）

関係課と連携して対応できた。
引き続き、速やかに対応できるよう情報
交換に努める。

②関係法令や生活、
子ども、就労につい
ての相談の充実

子育て支援課
ひとり親家庭に対する制度や就労につ
ながる資格取得制度の紹介などを通じ
て、自立に向けた支援を行った。

通年 子育て支援課 相談者 4件 B
（B）

今後もひとり親家庭に対する制度等の情
報を把握し、相談者へすぐに情報提供で
きる体制を整える。

学校教育課

児童生徒の教育的ニーズに応じた適切
な就学先を検討するため、教育支援委
員会を開催し、適切な教育を受けるこ
とができるよう支援を行う。

11月
～1月

教育研究室他

特別支援学校
や特別支援学
級、通級指導
教室への入級
等学びの場に
関する判断が
必要な児童

216人 B
（B）

特別な配慮が必要な児童生徒が、その特
性を踏まえた適切な教育が受けられるよ
うに努める。

保育課
入園申込みをしてもらい保育を必要と
する要件を確認のうえ希望の園と入園
の調整を行い入園の案内をする。

随時 市内保育施設 未就園児 1人 B
（N）

関係機関と連携し、速やかに情報を収集
し入園に向けての情報提供をする。

3-22

自立に向けた就
労・日常生活・各
種手続き等の情報
の提供

3-23
子どもの就学等に
対する支援

①小・中学校、幼稚
園、保育園、認定こ
ども園への就学等に
ついての配慮

（）内は令和3年度の評価

令和4年度　実績

【事業実施者による評価】
A…計画を上回って達成
B…計画をおおむね達成
C…計画を下回った
N…コロナのため実績なし

番
号

事  業 事業の内容 担 当 課 評 価
どのような効果があったか。
または、改善すべき点は何か。
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実 施 状 況 時  期 場  所 対 象 者 参加者数等

令和4年度　実績
番
号

事  業 事業の内容 担 当 課 評 価
どのような効果があったか。
または、改善すべき点は何か。

3-23
子どもの就学等に
対する支援

①小・中学校、幼稚
園、保育園、認定こ
ども園への就学等に
ついての配慮

子育て支援課

臨床心理士等が保育園・幼稚園、小中
学校等への巡回相談を行い、児童の発
達に合わせた効果的な指導方法につい
て助言を行った。
また、集団生活に課題を持つ児童を対
象に、情緒の安定やコミュニケーショ
ン能力の伸長を目的としたプログラム
を実施しつつ、その経過を保護者や支
援者と共有することで、成長に合わせ
た支援の手立てについて理解を促し
た。

通年

市内各園
市内小中学校
こどもサポー
トセンター

18歳以下の
お子さん

巡回相談
計96回

放課後等巡回支
援教室

のべ1804人

B
（B）

専門員が児童の面接を行い児童の気持ち
を発散させることができたことや、学校
等に対して児童の関わりを助言すること
ができたが、児童を取り巻く様々な課題
解決には至っておらず、今後はアセスメ
ントや関係機関との連携を強化し、更に
効果的な支援を行っていく。

3-24 住宅の確保
①市営住宅の優先入
居措置

建築住宅課
DV被害者の優先入居（一時入居）を
実施した。

通年
市内各市営住
宅

DV被害者 1件
B

（B）

関係機関と連携し、速やかに安心安全な
住環境を提供することができた。
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基本目標　3　安心して暮らすことができる社会づくり （第2期プランP54）

施策の方向　2　配偶者等からの暴力防止及び被害者の保護

                    【栃木市配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する基本計画】

取組施策（4）　DV対策の推進体制の強化

実 施 状 況 時  期 場  所 対 象 者 参加者数等

①身近な相談窓口の
設置

被害者支援の身近な総合窓口が明確に
なり、庁内関係部署と連携すること
で、相談が集約化され、被害者の早期
発見にもつながった。

通年
配偶者暴力相
談支援セン
ター

被害者
相談人数

173人
（実人数）

B
（B）

②基本情報の提供
被害者が安心して自立した生活ができ
るための情報を提供した。

通年
配偶者暴力相
談支援セン
ター

被害者
相談人数

173人
B

（B）

③緊急時における安
全の確保

警察と連携を図り、本人の意思を確認
したうえで、一時保護施設への入所手
続きを行った。

通年
配偶者暴力相
談支援セン
ター

被害者
保護件数

2件
B

（B）

④地域生活における
関係機関との連絡調
整

被害者が安全を確保して地域生活を送
れるよう、関係機関と連絡調整を行っ
た。

通年
配偶者暴力相
談支援セン
ター

被害者
保護件数

2件
B

（B）

⑤継続的な自立支援
経済的な自立が難しいと思われるケー
スでは、母子生活支援施設への入所
後、自立に向けた相談支援を行った。

通年
母子生活支援
施設

被害者
保護件数

2件
B

（B）

3-26 関係機関との連携
①民間支援団体との
連携

子育て支援課
まずは官公庁での連携を進め、必要に
応じて、民間との連携を図った。

通年
配偶者暴力相
談支援セン
ター

民間支援団体 － B
（B）

民間支援団体の情報を集め、連携が必要
となった際には、スムーズな支援を行え
るよう準備する。

3-25
配偶者暴力相談支
援センターの設置

子育て支援課

配偶者暴力相談支援センターとして、被
害者に対するワンストップ支援を実施す
ることができた。
引き続き、被害者の早期発見に努め、被
害者に寄り添った支援を行っていく。

（）内は令和23度の評価

令和4年度　実績

【事業実施者による評価】
A…計画を上回って達成
B…計画をおおむね達成
C…計画を下回った
N…コロナのため実績なし

番
号

事  業 事業の内容 担 当 課 評 価
どのような効果があったか。
または、改善すべき点は何か。
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実 施 状 況 時  期 場  所 対 象 者 参加者数等

令和4年度　実績

番
号

事  業 事業の内容 担 当 課 評 価
どのような効果があったか。
または、改善すべき点は何か。

子育て支援課
各関係機関と連携を図りながら、自立
に向けた被害者への支援を行った。

通年
配偶者暴力相
談支援セン
ター

各関係機関 － B
（B）

引き続き、被害者支援のために迅速な連
携を図っていく。

福祉総務課

民生委員・児童委員の定例会の際に、
日頃の見守り活動においてDV等の兆
候を発見した場合には、各関係機関へ
通報するように周知した。

4月 栃木市役所
民生委員・児
童委員

394人
B

（B）

引き続き、民生委員・児童委員に対し、
見守り活動の際にDV等の兆候を発見し
たら、各関係機関へ連絡するよう周知を
行う。

学校教育課

DV案件については、関係諸機関等と
連携を図り対応した。特に、児童生徒
については、転校を余儀なくされる場
合があるので、情報の取扱い等につい
て慎重に対応した。

随時 窓口 対象児童生徒 － A
（A）

関係諸機関と連携を図ることで適切に対
応し、被害者を守ることができた。加害
者が窓口に来庁した時の対応について研
修があるとよい。

保育課

虐待等が疑われ、他市町村から避難し
てきた子どもがいた場合や、在園児で
虐待等について各園から相談があった
際は、子育て支援課等と連携を図り、
情報共有や被害情報の把握、相談支援
体制の強化に努めた。

随時 市内保育施設 未就園児 1人 B
（N）

引き続き、支援が必要な子どもがいた場
合は、関係機関と連携を図り、情報共有
や被害情報の把握、相談支援体制の強化
に努める。

健康増進課

妊娠期から子育て期にわたり、発達障
がいや虐待、DV、子どもの貧困など
複合的な課題を抱える家庭に対して、
関係機関が連携して情報交換及び支援
方針等の検討を行う「すこやか子育て
サポート会議」を実施した。

随時
各学校、栃木
保健福祉セン
ター等

市内に居住す
る妊産婦や子
育て世帯

開催数19回
検討数21件

B
（B）

相談内容は、こどもの発達や家族関係に
課題を抱え不登校を呈しているケースが
増えている。必要時行政機関に限らず園
や学校などの参加もありより具体的な支
援方針について検討することができた。

3-26 関係機関との連携

②警察、医療機関、
配偶者暴力相談支援
センター、福祉事務
所、児童相談所、民
生委員・児童委員、
学校、幼稚園、保育
園、認定こども園、
子育て世代包括支援
センター、障がい児
者相談支援セン
ター、地域包括支援
センター等関係機関
との連携
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実 施 状 況 時  期 場  所 対 象 者 参加者数等

令和4年度　実績

番
号

事  業 事業の内容 担 当 課 評 価
どのような効果があったか。
または、改善すべき点は何か。

障がい福祉課

・市民等からの通報を受けた場合、障
がい者虐待の防止、障がい者の養護者
に対する支援等に関する法律に基づ
き、事実確認（立入調査）等の後、必
要であれば、障がい者の保護（短期入
所等）措置をとると共に、養護者への
支援を行う。
・栃木市くらしだいじネット緊急時支
援事業で短期入所事業所等と契約を結
び、緊急時に対応できる体制をとって
いる。

通年 市内 障がい児・者
契約

46事業所
B

（B）

引き続き関係機関との連携を図り、様々
なニーズに対する支援を行う。また障が
い者の人権擁護の推進及び相談支援に当
たる職員の資質向上を図る。

地域包括ケア
推進課

関係機関から通報があった場合、老人
福祉法に基づき、事実確認後、分離
や、高齢者、家族への支援を行う。

随時 窓口 高齢者等
高齢者虐待ケー

ス会議
41回

B
（B）

関係機関との連携を通じて、地域の実態
を把握するとともに、幅広いニーズに対
して、適切な支援に繋げることが出来
た。

③母子・父子自立支
援員兼婦人相談員に
よる一時保護施設へ
の同行・助言

子育て支援課

被害者は、一時保護施設や婦人保護施
設へ入所する際、非常に強い不安感や
様々な感情を抱く。そのため、相談員
が同行することでその気持ちに寄り添
いながら、今後に向けた助言を行っ
た。

通年
母子生活支援
施設

被害者
保護件数

2件
B

（B）

今後も、まず被害者の安全確保を第一に
考えながら、被害者の気持ちに寄り添っ
て支援を行っていく。

3-26 関係機関との連携

②警察、医療機関、
配偶者暴力相談支援
センター、福祉事務
所、児童相談所、民
生委員・児童委員、
学校、幼稚園、保育
園、認定こども園、
子育て世代包括支援
センター、障がい児
者相談支援セン
ター、地域包括支援
センター等関係機関
との連携

56



基本目標　3　安心して暮らすことができる社会づくり （第2期プランP56）

施策の方向　3　誰もが安心して暮らせる環境の整備

取組施策（1）　支援を必要とする方への支援の充実

実 施 状 況 時  期 場  所 対 象 者 参加者数等

①母子・父子自立支
援員兼婦人相談員に
よる相談窓口の設置

母子・父子自立支援員兼婦人相談員が
各種相談に応じ、指導を行った。

通年 子育て支援課 相談者
のべ相談件数

2,344件
B

（B）

引き続き、支援を必要とする方に対し、
素早い対応及び寄り添った支援ができる
体制づくりに努めていく。

②母子・父子自立支
援員兼婦人相談員の
資質の向上のための
研修会等への参加支
援

新型コロナウイルス感染拡大の影響か
ら、ｗｅｂ形式での研修等に参加し、
実際の支援に活用できるようにした。

通年
男女共同参画
センター他

母子・父子自
立支援員兼婦
人相談員

４人 B
（B）

年々、複雑化・多様化する相談やニーズ
に対応できるよう、研修会へ積極的に参
加し、資質向上に努めることができた。
今後も関係機関との連携を図るととも
に、研修から得た知識を相談支援に活用
していく。

3-28

母子父子寡婦福祉
資金の貸付けの推
進

①県融資制度である
母子父子寡婦福祉基
金の適切な活用の周
知

子育て支援課
修学資金　　　：　　1件
就学支度資金　：　   4件 通年 子育て支援課 相談者等

貸付件数
5件

B
（B）

ひとり親家庭の経済的自立の助成と生活
意欲の向上を図るとともに、その扶養し
ている児童の福祉を増進するため、資金
を貸し付けする。

①母子・父子自立支
援員兼婦人相談員に
よる就業支援サービ
スの活用

県ひとり親家庭福祉連合会と連携し、
就業相談を実施する予定であった。

通年 子育て支援課 相談者
相談者数

0人
C

（C）

今後も、サービスを活用し、就業につな
げ自立できるよう支援を行う。

②母子・父子家庭自
立支援教育訓練給付
金の支給

介護福祉士実務者：2件 通年 子育て支援課 対象者
支給対象者

2人
B

（B）

今後も、ひとり親家庭の母・父の主体的
な職業能力開発や自立の促進を図るため
に必要な教育訓練講座を受講する場合
に、給付金を支給する。

3-27 相談体制の充実 子育て支援課

3-29
ひとり親家庭に対
する就労の支援

子育て支援課

【事業実施者による評価】
A…計画を上回って達成
B…計画をおおむね達成
C…計画を下回った
N…コロナのため実績なし

番
号

事  業 事業の内容 担 当 課 評 価
どのような効果があったか。
または、改善すべき点は何か。

（）内は令和3年度の評価

令和4年度　実績
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実 施 状 況 時  期 場  所 対 象 者 参加者数等

番
号

事  業 事業の内容 担 当 課 評 価
どのような効果があったか。
または、改善すべき点は何か。

令和4年度　実績

3-29
ひとり親家庭に対
する就労の支援

③母子・父子家庭高
等職業訓練促進給付
金の支給

子育て支援課

看護師　　：　4件
美容師　　：　1件
保育士　　：　1件
社会福祉士：　1件

通年 各養成学校 対象者
支給対象者

7人
B

（B）

ひとり親家庭の母・父が修業期間中にお
いて生活の負担が少なく資格を取得し、
家庭の自立を図れるよう給付金を支給す
る。

3-30
市営住宅への優先
的な入居

①配偶者のない者
で、20歳未満の子を
扶養するものに対す
る市営住宅優先入居
の情報提供

建築住宅課
配偶者のない者で、20歳未満の子を扶
養するものに対する市営住宅優先入居
を実施した。

3月 市内市営住宅 対象者 1
B

（B）
該当住戸を計画的に確保したい。

3-31
ひとり親家庭医療
費の助成

①ひとり親家庭の医
療費のうち保険診療
の自己負担分の助成
と制度周知

保険年金課
ひとり親家庭の医療費のうち、保険診
療分の自己負担分を助成した。

通年 －

ひとり親家庭
の親とこども
（こどもが
18歳に達す
る日以後の最
初の3月31日
まで）

登録人数
1,261人

（936世帯）

助成件数
11,911件

B
（B）

未登録者へ登録勧奨するとともに、登録
者へ制度内容を周知し利用を促す。

3-32
児童扶養手当等の
交付

①ひとり親家庭に対
する自立を支援する
ための手当の支給と
制度周知

子育て支援課

父または母と生計を同じくしていない
児童が育成される家庭の生活の安定と
自立の促進に寄与するため、当該児童
について児童扶養手当を支給し、児童
の福祉の増進を図った。

通年 子育て支援課

児童扶養手当
法に定める支
給要件に該当
する児童を監
護する母
（父）等

受給者数
（R5.3月末現

在）
844人

B
（B）

引き続き適正な審査及び支給を行い、低
所得のひとり親家庭における生活の安定
と自立を支援していく。
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実 施 状 況 時  期 場  所 対 象 者 参加者数等

番
号

事  業 事業の内容 担 当 課 評 価
どのような効果があったか。
または、改善すべき点は何か。

令和4年度　実績

経済的な理由などで学習環境に課題の
ある世帯の子どもに対し、学習の場を
提供し、学習支援を行った。
また、生活困窮者の相談に広く応じ、
個々の状態にあった支援を行った。

通年
栃木保健福祉
センター他

生活困窮者世
帯

学習支援事業
85人

自立相談支援事
業

271人

B
（B）

「貧困の連鎖」を防止するため、生活困
窮者世帯への学習支援を行うとともに、
相談に広く応じ、日常生活支援を行うこ
とができた。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯への給付事業

番
号

事業種別
所得
制限

1 国事業 有

2 国事業 有

3 市独自 有

4 市独自 有

【コロナ禍での取組】
手指消毒、部屋の換気、密集・密接・密閉（三密）の回避、受付時の体調チェック等を実施した。

令和４年度栃木市子育て世帯プラスサポート給付金
中学生以下の子どもがいる世帯（住民税非課税世帯
を除く。）

１世帯当たり１万円

3-33
生活困窮者自立支
援の充実

①子どもに対する学
習支援、就労や家計
に関する相談の実施

福祉総務課

栃木市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特
別給付金（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）

１８歳以下の子どもがいるひとり親世帯以外の非課
税世帯

児童１人当たり５万円

栃木市ひとり親に対する子育て世帯生活支援特別給付金
（拡大給付）

１８歳以下の子どもがいるひとり親世帯で令和２年
度から令和４年度に実施した低所得の子育て世帯に
対する給付金の給付を受けていない世帯

児童１人当たり３万円

給付金名 対象 金額

栃木市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特
別給付金（ひとり親世帯分）

１８歳以下の子どもがいるひとり親世帯 児童１人当たり５万円
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基本目標　3　安心して暮らすことができる社会づくり （第2期プランP57・58）

施策の方向　3　誰もが安心して暮らせる環境の整備

取組施策（2）　介護・福祉の社会的支援の充実

実 施 状 況 時  期 場  所 対 象 者 参加者数等

①地域ごとに自主的
に組織された老人ク
ラブの活動支援

地域毎に自主的に組織された老人クラ
ブの活動支援を行った。

通年 市内
60歳以上の
市民

クラブ数：121
人数：4,211人

B
（B）

様々な活動を支援することで、高齢者の
生きがい活動の推進を図ることが出来た
が、老人クラブ数・会員数ともに減少傾
向にある。今後は啓発活動なども行って
いきたい。

老人福祉センタ-及び健康福祉施設につ
いては、指定管理者とともに高齢者の
生きがいづくり、教養の向上、健康寿
命の延伸に供した。

通年 － 8施設 － C
（C）

新型コロナウイルス感染拡大状況を考慮
しつつ、今後も指定管理者と協働して適
切な管理運営に努めたい。

③高齢者生きがいセ
ンターの充実

3-35
就業機会の提供の
推進

①高齢者の就業機会
の紹介窓口であるシ
ルバー人材センター
の運営支援

高齢介護課
栃木市シルバ-人材センタ-の円滑な運
営を支援するため、補助金を交付し
た。

5月 －
公益社団法人
栃木市シルバ
-人材センタ-

会員数：849人
B

（B）

高齢者の能力を生かした就業等の社会参
加活動を援助し、生きがいの充実と福祉
の増進を図ることができた。

3-36

在宅ひとり暮らし
高齢者等の生活支
援の充実

①健康増進と安否確
認を図るための昼食
配食サービスの実施

地域包括ケア
推進課

食材の確保や調理が困難なひとり暮ら
し高齢者等に対し、健康増進を図るた
め、栄養バランスのとれた昼食弁当
（1食300円）を宅配し、併せて安否
確認を行った。

通年 市内利用者宅

65歳以上の
ひとり暮らし
高齢者・高齢
者のみの世
帯・これに準
ずる世帯で、
食材の確保や
調理が困難な
方

実利用者数
623人

のべ配食数
95,116食

B
（B）

コロナ禍の制限緩和が徐々に進み、外出
や通所介護サービス等の利用が増えたた
め、のべ配食数は減少したが、配食サー
ビス利用者に対しては、引き続き栄養バ
ランスのとれた食事を提供でき、安否確
認を含め、一定の効果があったものと思
われる。

3-34
生きがいと健康づ
くりの推進

2018年度をもって用途廃止。
公益社団法人栃木市シルバ-人材センタ-へ建物を譲渡。

【コロナ禍での取組】
新型コロナウイルス感染拡大状況に応じて、講座の開催等を自粛した。

高齢介護課

②高齢者や地域住民
の交流の場である老
人福祉センター及び
健康福祉施設の充実

【事業実施者による評価】
A…計画を上回って達成
B…計画をおおむね達成
C…計画を下回った
N…コロナのため実績なし

番
号

事  業 事業の内容 担 当 課 評 価
どのような効果があったか。
または、改善すべき点は何か。

（）内は令和3年度の評価

令和4年度　実績
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実 施 状 況 時  期 場  所 対 象 者 参加者数等

番
号

事  業 事業の内容 担 当 課 評 価
どのような効果があったか。
または、改善すべき点は何か。

令和4年度　実績

②安否確認や相談の
ための高齢者ふれあ
い相談員による70歳
以上のひとり暮らし
高齢者等の家庭訪問
の実施

70歳以上のひとり暮らしまたは、高齢
者世帯を対象に、ふれあい相談員が原
則週1回以上訪問し、安否確認、相談
業務を行った。

通年 市内

70歳以上の
ひとり暮らし
または、高齢
者世帯

相談員数
965人

訪問世帯数
9,621世帯

B
（B）

高齢者の見守り支援や、医療・福祉・生
活面で安全に暮らせるような情報提供を
することで高齢者福祉の増進を図った。

③急病や災害時等の
緊急時に迅速かつ適
切な対応を図るため
の緊急通報装置の設
置

65歳以上のひとり暮らしの高齢者等に
対し、急病や災害時に迅速に対応する
ため、緊急通報装置の設置を行った。

通年 市内
65歳以上の
ひとり暮らし
の高齢者

設置者　186人
B

（B）

緊急時以外にも受信センタ-が電話相談
に応じることで利用者の不安を解消する
などの効果をあげている。その一方で設
置者数は減少傾向にあるため、今後も継
続して制度の周知を図っていきたい。

④地域で高齢者等を
見守るため、高齢者
等の日常生活に密着
した市内事業者と見
守りに関する協定を
締結

高齢者の日常生活の異変等を発見した
際に、市へ連絡出来る体制を整えるた
め、栃木市内で営業活動を行う民間事
業者を対象に「栃木市地域見守り事業
に関する協定」を締結した。

通年 市内 高齢者等

協定締結
事業所・団体数

70

協力営業所・店
舗数　379

B
（B）

今後も、事業周知を進めながら、事業者
との協定を進めていく。

65歳以上の高齢者を対象に介護予防に
関する知識の普及啓発を行った。

通年 市内 高齢者等
講座開催167回

のべ参加者数
2,546人

B
（B）

各種団体と連携を図りながら、地域の実
情に応じて介護予防教室を実施したこと
により、体操の自主グル-プの立ち上げ
や、はつらつセンタ-へ繋げられた。
引き続き地区組織等の協力を得ながら高
齢者の身近な場所で介護予防事業が展開
できるよう活動支援に力を入れていく。

②介護予防対象者の
選定や介護プランの
策定、評価等の実施

要支援者等に対し、介護予防及び日常
生活支援を目的として、心身の状況な
どに応じてアセスメントを行い、ケア
プランの作成等のマネジメントを行っ
た。

通年 市内 高齢者等

総合事業介護予
防ケアマネジメ

ント作成状況
5,738件

要支援1・2の介
護予防サ-ビス計

画作成状況
8,278件

サ-ビス担当者会
議922回

B
（B）

適切なサ-ビスが包括的かつ効率的に利
用されるよう必要な援助を行うことがで
きた。
引き続き関係機関との連携に努め、支援
を必要とする者の把握を行っていく。

介護予防・自立支
援事業の充実

3-37
地域包括ケア
推進課

高齢介護課
地域包括ケア
推進課

3-36

在宅ひとり暮らし
高齢者等の生活支
援の充実

【コロナ禍での取組】
独居・高齢者世帯等へ「ふれあい通信」を通し介護予防普及啓発(フレイル予防)を行った。（年1回）

①介護予防に関する
知識の普及
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実 施 状 況 時  期 場  所 対 象 者 参加者数等

番
号

事  業 事業の内容 担 当 課 評 価
どのような効果があったか。
または、改善すべき点は何か。

令和4年度　実績

③在宅生活で自立し
た生活を送るための
生活支援サービスの
実施

要介護状態等になることの予防又は要
介護状態の悪化防止のための訪問型・
通所型サ-ビスを実施した。

通年 市内
要支援1、要
支援2及び事
業対象者

のべ利用者
10,086人

B
（B）

指定事業所以外の多様なサ-ビスの体制
整備について、地域の実情に合わせて推
進する必要がある。

④高齢者の健康保持
と介護予防の推進と
生きがいづくりの支
援

高齢者の介護予防促進や生きがいづく
り支援事業を行った。
はつらつセンタ-事業
151団体、のべ参加者数169,955人
いきいきサロン
150か所、のべ参加者数17,328人

通年
自治会公民
館、自宅等

高齢者等
のべ参加者

187,283人
B

（B）

今後はより多くの高齢者が各種事業等に
参加できるよう支援を行っていきたい。

①総合相談窓口の設
置

面接・電話相談・家庭訪問による相談
支援を行った。

通年 窓口等 高齢者等 のべ13,462件
B

（B）

個別に対応支援を行うことにより、適切
なサービスに繋げることができた。関係
者との連携に努めながら高齢者の心身状
況や生活実態を把握し相談支援を行って
いく。

②高齢者の人権や財
産を守る権利擁護事
業の実施

高齢者に対し尊厳ある生活ができるよ
う権利擁護のための専門的継続的な支
援を行った。

通年 市内 高齢者等
相談件数

211件
B

（B）

必要に応じて各種制度やサ-ビスが活用
できるよう関係機関と連携を図りながら
適切な対応に努めていく。

③地域の関係機関と
の連携

地域包括ケア
推進課

・地域の介護支援専門員を対象に、市
全体及び各地域においても交流会や事
例検討会を開催し、連携強化を図っ
た。
　‐介護支援専門員事例検討会6回
　‐ケアマネ研修交流会2回

・個別ケア会議
　‐ケ-ス検討個別ケア会議20回
　‐日常生活圏域個別ケア会議79回
　‐生活援助ケア会議2回
　‐自立支援検討会議19回

・関係機関との会議

通年 市内 関係機関

事例検討会
交流会
計８回

個別ケア会議
計120回

558回

B
（B）

関係機関と研修会、交流会、個別ケア会
議等を実施したことにより、多職種の助
言が入ることで幅広い視点で在宅支援を
考える機会とすることができた。
今後も関係者との連携体制の構築が進め
られるよう研修会や個別ケア会議等を開
催していく。

地域包括ケア
推進課

介護予防・自立支
援事業の充実

3-37

地域包括ケア
推進課

3-38

住みなれた地域で
安心して生活を続
けるための介護・
福祉・健康・医療
などの支援
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実 施 状 況 時  期 場  所 対 象 者 参加者数等

番
号

事  業 事業の内容 担 当 課 評 価
どのような効果があったか。
または、改善すべき点は何か。

令和4年度　実績

3-38

住みなれた地域で
安心して生活を続
けるための介護・
福祉・健康・医療
などの支援

④地域包括支援セン
ターの機能強化

地域包括ケア
推進課

栃木中央地域包括支援センターに基幹
的機能を位置づけ、センター間の強化
を図った。

通年 市内 市民 － B
（B）

センター間の役割分担・連携を強化し、
効率的・効果的なセンタ-運営を図る。

①介護が必要な高齢
者に、自宅で自立し
て本人の意思を尊重
した生活が送れるよ
うな在宅サービスの
提供、自宅での介護
が難しくなった場合
の施設サービスの提
供

介護保険に関する施策が円滑かつ
適切に行われることに資するた
め、施策の実施状況について介護
保険運営協議会の開催及び地域密
着型サービス事業所の指定に関す
る意見照会を行った。

協議会開催
①6月2日

意見照会
②5月
③８月
④10月
⑤12月
⑥3月

市内
介護保険運営
協議会委員

協議会委員：
①11人

意見照会：
②2件
③2件
④1件
⑤2件
⑥3件

計10件

B
（B）

介護保険の適正な運営を推進するため、
継続して定期的に介護保険運営協議会を
開催し、介護保険に関する施策の円滑か
つ適切な実施及びサービスの質的向上を
図っていく。

②介護保険施設の適
切な整備促進

令和3年度から令和5年度を期間とする
第８期介護保険事業計画に基づき施設
待機者数等を勘案し、令和5年度の目
標数値に向けて順次必要な施設整備を
行うもの。令和4年度は地域密着型特
別養護老人ホーム１施設29床の公募を
行い１法人を決定した。

公募
8月19日

決定
11月14日

市内
既存の社会福

祉法人等
１法人 B

（B）

第８期介護保険事業計画に基づき、令和
５年度の目標数値に向けて必要な施設整
備を推進した。

3-40
ねたきり高齢者等
への生活支援

①在宅で介護が必要
な高齢者や家族に生
活用具の助成や手当
の支給

高齢介護課

在宅で介護が必要な高齢者やその家族
に生活用具の助成や手当の支給を行っ
た。

・在宅寝たきり老人等介護手当（のべ
人数）
　上半期　832人
　下半期　840人
・おむつ給付　受給者数　1,300人
・日常生活用具購入費助成　205件
・日常生活用具レンタル料助成　31件

通年 － 高齢者等

手当のべ1,672
人

助成のべ1,536
件

B
（B）

日常生活用具の助成や手当の支給を行う
ことで、在宅介護者への福祉の増進を図
り、要介護高齢者の快適な生活や、介護
者の負担軽減を図った。その他事業につ
いては、今後も継続して推進していく。

3-39
介護保険制度の充
実

高齢介護課
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実 施 状 況 時  期 場  所 対 象 者 参加者数等

番
号

事  業 事業の内容 担 当 課 評 価
どのような効果があったか。
または、改善すべき点は何か。

令和4年度　実績

①各地域包括支援セ
ンターでの総合相談
支援事業の実施

地域包括ケア
推進課

関係者との連携に努めながら、高齢者
の心身状況や生活実態を把握し、相談
支援を行った。

認知症の相談については、認知症初期
集中支援専門員を中心に早期対応に努
めた。

通年 市内 高齢者等

面接、電話相
談、家庭訪問

13,462件

相談受理件数
175件

B
（B）

認知症が疑われる人や認知症の人、その
家族を訪問し、必要な医療や介護の導
入・調整や、家族支援を包括的かつ集中
的に行うことができた。
引き続き高齢者が住み慣れた地域で安心
して生活を継続していけるよう、関係者
との連携に努めながら相談支援を行って
いく。

②老人福祉センター
での介護相談の実施

高齢介護課
ケアマネジャー等を招き、高齢者の介
護に関する相談や、健康に関する相談
会を実施した。

通年
老人福祉セン
ター

高齢者等
相談件数

2５件
B

（B）

今後は日常業務の中で相談業務を実施し
し、相談内容によってケアマネジャーに
繋ぐことで、高齢者の福祉の向上を図っ
ていきたい。

3-42

介護支援を行うＮ
ＰＯ法人等の活動
団体への支援

①介護支援を行うＮ
ＰＯ法人等の活動団
体の支援や情報提供
の実施

高齢介護課

例年、老人福祉センタ-での就労体験支
援として、NPO法人に売店実習の場を
提供しているが、新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため、長寿園が飲食
禁止となり、実施できなかった。

通年 長寿園 市民 － N
（N）

新型コロナうウィルスの影響から、売店
再開の見込みが立っていないことから、
実施することは、難しい状況である。

①介護に関する自主
的な交流活動団体の
支援や情報提供の実
施

「認知症の人と家族の会」について、
市の高齢者保健福祉サ-ビス冊子に掲載
した。
医療・介護・福祉サ-ビス等を示した冊
子「認知症ケアパス」の簡易版を作成
した。

7月
2月

窓口
市内関係機
関・相談者へ
配布

市民 5,000部 B
（B）

冊子等を継続して作成し、様々な場所に
設置または配布することで、認知症に関
する早期の相談支援並びに受診等に繋げ
ることができた。

②ますます元気サ
ポーター（介護予防
ボランティア）の育
成、活動支援

養成講座を開催するとともに、サポー
ターが一堂に会する全体会や地区別研
修会を実施した。

養成講座実施回数9回、
のべ参加人数140人

活動支援実施回数66回、
のべ参加人数529人

養成講座：7
月及び10月
～12月
活動支援：通
年

市内 市民

サポーター
活動数

のべ2,098人
B

（B）

介護予防ボランティアとして活動するた
めの知識・技術の習得やサポ-タ-同士の
情報交換・交流を図る機会となった。今
後も、地域でのサポ-タ-の活動が広がる
よう支援を行っていく。

3-41
介護に関する相談
の充実

3-43

介護に関する自主
的な交流活動の推
進

地域包括ケア
推進課
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実 施 状 況 時  期 場  所 対 象 者 参加者数等

番
号

事  業 事業の内容 担 当 課 評 価
どのような効果があったか。
または、改善すべき点は何か。

令和4年度　実績

障害者自立支援給付費、地域活動支援
事業等に係る支給決定を行った。
障害児通所給付費に係る支給決定を
行った。

障害者自立支援給付費　3,618人
地域生活支援事業　705人
18歳未満の利用児数　1,135人

通年 市内 障がい児・者
のべ利用者

5,458人
B

（B）

障がい者、障がい児の利用者数とも前年
度に比べ増えており、事業所の整備等が
今後の課題となるが、男女共同参画には
直接的な影響は少ないと思われる。

①就労することが困
難な在宅の障がい者
への、創作活動や生
産活動の機会の提供

障がい福祉課

就労することが困難な在宅の障がい者
への創作的活動や生産活動の機会を提
供し、地域生活支援の促進を図るた
め、市内4事業者（内2事業者は指定管
理）に地域活動支援センタ-事業を委
託。

通年 市内 障がい者
のべ利用者

5,554人
B

（B）

性別や障がい種別に関係なく、利用希望
に応じた支給決定を行っている。今後も
同様に取り組んでいきたい。

障がいを持つ人が社会的に自立できる
よう、障がい者施設等で実施している
障がい福祉サ-ビス利用を支援した。

自立訓練　　　29人
就労移行支援　25人
就労継続支援　685人
就労定着支援　5人

通年 市内 障がい者 のべ744人
B

（B）

障がい者が社会的に自立できるように、
今後も障がい者の一般就労促進を図るた
め、自立支援協議会での検討や、関係機
関との連携を強化する必要がある。

③障がい児者相談支
援センターにおける
個別支援と、関係機
関との連携による就
労支援の充実

障がい福祉課

相談員が障がい福祉サ-ビス事業所等と
の連携を図りながら、就労を含め、障
がい者の生活課題に対する個別支援を
実施した。

通年 市内 障がい児・者 － B
（B）

個別支援だけでなく、事業所などの関係
機関と定期的に話し合いの機会を持つな
ど、障がい者の就労支援の充実を図る。

②社会的自立のため
の障がい施設等での
福祉サービス利用支
援と就職支援のため
の関係機関との連携

障がい福祉課3-45
障がい者居宅生活
支援事業の充実

3-44
障がい者（児）支
援事業の充実

①「障害者総合支援
法」に基づく障がい
福祉サービスの提供

障がい福祉課

【コロナ禍での取組】
就労系等一部の通所サービスにおいて、在宅でサービスを提供した。

【コロナ禍での取組】
就労系等一部の通所サービスにおいて、在宅でサービスを提供した。

65



実 施 状 況 時  期 場  所 対 象 者 参加者数等

番
号

事  業 事業の内容 担 当 課 評 価
どのような効果があったか。
または、改善すべき点は何か。

令和4年度　実績

④雇用主への補助制
度の周知

商工振興課

市ホ-ムペ-ジ上に厚生労働省のホ-ムペ
-ジのリンクを掲載することで、障がい
者雇用に関する国の助成金制度等を周
知した。

通年 － 事業主等 － B
（B）

周知の継続及びより良い周知方法の検討
を行う。

⑤障がい者のための
住宅の確保

建築住宅課

市営住宅入居に際し、同居・所得の要
件を緩和している。
（単身入居可、所得控除27万円または
40万円）

通年
市内各市営住
宅

障がい者
新規入居

1件
B

（B）

身体障がい者に対応した住戸が限られて
おり、優先入居措置を講じることが難し
い。段差解消、手すりの取り付け等、対
応住戸を増やしていく必要がある。

3-46
重度心身障がい者
医療費の助成

①心身に重度の障が
いのある人の医療費
のうち保険診療の自
己負担分を助成

保険年金課
心身に障がいのある人の医療費のうち
保険診療分の自己負担分を助成した。

通年 －
重度心身障が
い者

登録人数
3,213人

助成件数
76,550件

B
（B）

未登録者へ登録勧奨するとともに、登録
者へ制度内容を周知し利用を促す。

3-47
障がい者（児）に
関する相談の充実

①障がい者（児）を
取り巻く環境の問題
や生活、育成上の問
題等についての相談
業務の実施

障がい福祉課

障害者相談支援給付費に係る支給決定
を行った。

障害児相談支援給付費に係る支給決定
を行った。

通年 市内 障がい児・者

障害者総合支援
法に基づく支給
利用者：1,405

人

18歳未満の支
給利用者：456

人

B
（B）

多様化・複雑化している障がい者の相談
件数は年々増加している。
今後も引き続き関係機関と連携を図りな
がら相談支援の充実を図る。

3-45
障がい者居宅生活
支援事業の充実
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計画の推進 （第2期プランP59・60）

　1　総合的な推進体制の充実

（1）庁内推進体制の整備と充実

実 施 状 況 時  期 場  所 対 象 者 参加者数等

①男女共同参画の施
策を効果的に進める
ための庁内推進体制
の整備

男女共同参画推進本部会議（庁議）に
て「とちぎ市男女共同参画プラン（第
2期計画）」の年次報告をした。

1月
市役所
庁議室

市職員 30人
B

（B）
引き続き庁内推進体制の整備を行う。

②職員の男女共同参
画についての理解を
深めるため、男女共
同参画検討部会研修
会等の開催

男女共同参画に関する意識啓発と理解
を深めるため研修会を実施した。

講話　女性活躍のロールモデルとなる
おはなし

講師　栃木市長　大川秀子 氏

7月
市役所
正庁

男女共同参画
検討部会員

44人
B

（B）

女性活躍のロールモデルとなる市長の講
話で好評だった。職員の男女共同参画に
ついての理解を深めることができた。
来年度も、研修の企画を工夫し、実施し
ていきたい。

①本計画の施策進捗
状況の評価と実施

全課で取り組んだ施策について、7月
～9月にかけて、進捗状況の調査を実
施した。

7月～9月 市役所 庁内担当課 ―
B

（B）

施策担当課が取組を振り返り、目標に対
する成果と課題、今後の取組について記
載した。事業内容に対する実施状況の評
価をすることで担当者の意識を高めるこ
とができた。

②男女共同参画審議
会への報告及び意見
聴取の実施

男女共同参画審議会を3回開催し、
「とちぎ市男女共同参画プラン（第3
期計画）」を策定した。
また「とちぎ市男女共同参画プラン
（第2期計画）」の年次報告を実施し
た。

7月
9月
1月

市役所
庁議室

男女共同参画
審議会委員

15人
A

（B）

男女共同参画審議会において、3回にわ
たる長時間の会議で多くの意見を聴取
し、男女共同参画プラン（第3期計画）
を策定することができた。2期計画のプ
ランの進行管理では、市民の意見を聴取
し反映させるため、引き続き、男女共同
参画審議会への報告等を実施する。
今後も同様に審議会への報告と意見の聴
取を実施したい。

（）内は令和3年度の評価

令和4年度　実績

【事業実施者による評価】
A…計画を上回って達成
B…計画をおおむね達成
C…計画を下回った
N…コロナのため実績なし

番
号

事  業 事業の内容 担 当 課 評 価
どのような効果があったか。
または、改善すべき点は何か。

4-1
市の推進体制の整
備と充実

人権・男女共
同参画課

4-2
プランの適正な進
行管理

人権・男女共
同参画課
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実 施 状 況 時  期 場  所 対 象 者 参加者数等

令和4年度　実績
番
号

事  業 事業の内容 担 当 課 評 価
どのような効果があったか。
または、改善すべき点は何か。

4-2
プランの適正な進
行管理

③年次報告の作成、
公表

人権・男女共
同参画課

年次報告書を作成し、ホームページで
公表した。

3月 ― 市民 ―
B

（B）

ホームページに掲載することにより、市
民や関係機関へ幅広く周知することがで
きるので、今後も同様に公開していく。

①市職員の意識啓発
研修会の開催

職員向け子育て世代モチベーション
アップセミナーを、第一生命（株）と
の包括連携協定により講師を派遣して
もらい、第一生命（株）社員も参加し
実施した。

6月
市役所３階正
庁

市役所職員等 24人
A

（C）

男性も女性も参加し、仕事と育児の両立
についての講話を受講後、グループワー
クを実施した。グループワークでは、闊
達な意見が出て、今後のライフワークに
役立つ情報を交換できた。

②男女共同参画に関
する情報の提供

国や県、市で主催する男女共同参画関
連の事業等について庁内イントラネッ
トを通じて情報提供や参加募集を行っ
た。

通年 ― 市職員 ―
B

（B）

今後も情報提供や研修会を実施し、市職
員の男女共同参画についての意識を高め
ていく。

①管理職への女性職
員の登用

令和5年4月1日付けの定期人事異動に
おいて、基本方針の一つに「女性職員
の積極的な登用を行う」と明示し、異
動に反映させた。

3月 ― 女性職員 17人
B

（B）

今後も継続して積極的な登用を実施す
る。

②自己申告書等によ
る希望調査に基づく
若手職員・女性職員
の登用の促進

令和5年4月1日付けの定期人事異動に
おいて、同じく基本方針に「若手職員
の積極的な登用を行う」と明示し、異
動に反映させた。

3月 ―
若手職員
女性職員

―
B

（B）

今後も継続して積極的な登用を実施す
る。

4-3
市職員への意識啓
発

人権・男女共
同参画課

4-4
管理、監督的立場
への女性登用の促
進

総務人事課
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実 施 状 況 時  期 場  所 対 象 者 参加者数等

令和4年度　実績
番
号

事  業 事業の内容 担 当 課 評 価
どのような効果があったか。
または、改善すべき点は何か。

①「栃木市職員 笑顔
の子育て＆女性活躍
サポートプラン」に
掲げた取組の推進及
び実施状況の公表
（出産休暇及び育児
休業の取得率、年次
有給休暇の取得日数
等）

・父親出産休暇の取得率　85.7%
・育児休業取得率（男性） 5.7%
・育児休業取得率（女性）100%
・年次有給休暇平均取得日数　13.4日

通年 ― 全職員 ―
B

（B）

これまでの実績を踏まえて、プランに掲
げた取組内容を今後も継続的に実施す
る。

②「栃木市職員 笑顔
の子育て＆女性活躍
サポートプラン」に
掲げた取組の推進及
び実施状況の公表
（女性管理職の割
合、職員の女性割
合、採用試験の女性
の受験率等）

・女性管理職の割合　11.3%
・職員の女性割合（消防職除く）
42.5%
・採用試験の女性の受験率（消防職除
く）　46.1%

通年 ― 全職員 ―
B

（B）

これまでの実績を踏まえて、プランに掲
げた取組内容を今後も継続的に実施す
る。

4-5
特定事業主行動計
画の推進

総務人事課
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計画の推進 （第2期プランP60）

　1　総合的な推進体制の充実

（2）市民、事業者及び教育関係者の意見の施策への反映

実 施 状 況 時  期 場  所 対 象 者 参加者数等

4-6
男女共同参画審議
会の充実

①あらゆる分野から
の委員選出による幅
広い意見の反映

男女共同参画社会の形成に関する施策
の推進状況を把握するため、庁内にお
ける女性の委員会等への参画状況の調
査を実施するとともに、女性登用推進
要綱に基づき、女性参画の推進に取組
んだ。
　　・委員会等の組織数　90組織
　　・構成人数　　1,642人
　　・うち女性数　597人
　　・女性登用率　36.4％
　　　（4月1日現在）

通年 ― 庁内担当課 ―
A

（A）

委員会等における女性登用の調査結果を
庁内に周知し、女性登用の促進について
理解を求めた。
その結果、各種審議会等委員に占める女
性の割合を、前年度から、0.3％増加、
目標値の35％をさらに上回ることがで
きた。

今後も、進捗状況、各委員会のヒアリン
グ状況を参考にしながら、各委員会事務
局担当課と連携し、さらに女性の登用を
増やす方法を検討していく。

4-7
男女共同参画に関
する意見申出制度
の充実

①意見申出制度の周
知と利用の促進

市のホームページに「意見申出制度」
について掲載した。

通年 ― 市民 申出者：0人
B

（B）

今後も、意見申出制度の一層の周知を図
るとともに、男女共同参画について、関
心を持てるように啓発に努める。

4-8
市民を対象とした
意識調査の実施

①男女共同参画の現
状と課題を把握し、
取り組むべき施策の
基礎資料とするため
の意識調査の実施

「栃木市総合計画等に関する市民アン
ケート調査結果」のうち、男女共同参
画に関する結果のみ抜粋し、男女共同
参画プラン（第3期計画）に掲載し
た。

― ― 市民 ―
B

（B）

アンケート調査の結果をまとめ、第３期
計画の目標指標の設定等へ反映させた。

番
号

事  業 事業の内容 担 当 課 評 価

人権・男女共
同参画課

（）内は令和3年度の評価

令和4年度　実績

【事業実施者による評価】
A…計画を上回って達成
B…計画をおおむね達成
C…計画を下回った
N…コロナのため実績なし

どのような効果があったか。
または、改善すべき点は何か。
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計画の推進 （第2期プランP61）

　1　総合的な推進体制の充実

（3）国や県、他市町村、関係機関との連携

実 施 状 況 時  期 場  所 対 象 者 参加者数等

①国や県、他市町
村、関係機関との連
携

全国の女性首長によるオンライン会議
「女性首長によるびじょんネットワー
ク」に市長が参加し、女性の視点を取
り入れた、サスティナブルな社会の実
現や地域活性化策などについて意見・
情報交換をした。

オンライン会
議
11月

市役所
庁議室

―
びじょんネット

当日参加
22自治体

A
（A）

「女性首長によるびじょんネットワー
ク」に参加することで、全国の女性首長
のいる市町村との横の繋がりを図れる。
今後も、国、県と連携のうえ、男女共同
参画に関する情報を取得していきたい。

②情報収集と市民へ
の提供

国や県、他市からの様々な情報提供が
あったものは、必要に応じ広報とちぎ
やホームページなどで情報提供した。

通年 ― 市民 ―
B

（B）

引き続き、国や県、他市からの様々な情
報提供があった場合は、必要に応じ広報
とちぎやホームページなどで情報提供し
たい。

【事業実施者による評価】
A…計画を上回って達成
B…計画をおおむね達成
C…計画を下回った
N…コロナのため実績なし

番
号

事  業 事業の内容 担 当 課 評 価
どのような効果があったか。
または、改善すべき点は何か。

4-9
国や県、他市町
村、関係機関との
連携の促進

人権・男女共
同参画課

（）内は令和3年度の評価

令和4年度　実績
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１．市議会

総数 女性数 割合（％）

1 栃木市議会 28 3 10.7

２．行政委員会（地方自治法第180条の５に基づき設置が義務づけられている執行機関）

総数 女性数 割合（％）

1 教育委員会 7 4 57.1

2 選挙管理委員会 4 2 50.0

3 固定資産評価 審査委員会 6 1 16.7

4 監査委員 2 1 50.0

5 公平委員会 2 1 50.0

6 農業委員会 18 6 33.3

39 15 38.5

３．附属機関である審議会等（地方自治法第202条の３に基づき条例等で設置）

総数 女性数 割合（％）

1 栃木市表彰審査委員会 5 2 40.0

2 栃木市指定管理者選定委員会 8 3 37.5

3 栃木市防災会議 42 8 19.0

4 栃木市国民保護協議会 30 3 10.0

5 栃木市情報公開・個人情報保護審査会 5 2 40.0

6 栃木市市民会議 41 15 36.6

7 栃木市行政不服審査会 3 1 33.3

8 栃木市コンプライアンス審査会 3 1 33.3

9 とちぎ市民活動推進センター運営委員会 13 7 53.8

10 栃木市公民館運営審議会 22 11 50.0

11 栃木中央地域会議 15 11 73.3

12 栃木東部地域会議 15 5 33.3

13 栃木西部地域会議 15 6 40.0

14 大平地域会議 15 7 46.7

15 藤岡地域会議 15 9 60.0

16 都賀地域会議 15 5 33.3

17 西方地域会議 14 4 28.6

18 岩舟地域会議 15 7 46.7

19 栃木市伝統的建造物群保存地区保存審議会 13 3 23.1

20 栃木市スポーツ推進審議会 12 5 41.7

21 栃木市消費生活審議会 9 6 66.7

22 栃木市国民健康保険運営協議会 18 8 44.4

23 栃木市環境審議会 15 7 46.7

24 栃木市人権施策推進審議会　　　 15 9 60.0

25 栃木市男女共同参画審議会 15 9 60.0

26 栃木市集会所運営委員会 35 12 34.3

27 栃木市民生委員推薦会 11 4 36.4

28 栃木市障がい支援区分審査会 10 4 40.0

29 栃木市障がい者差別解消推進委員会 11 7 63.6

30 栃木市介護保険運営協議会 11 6 54.5

31 栃木市介護認定審査会 68 28 41.2

32 栃木市予防接種委員会 13 2 15.4

33 栃木市児童館運営委員会 6 4 66.7

34 栃木市子ども・子育て会議 17 11 64.7

35 栃木市勤労青少年ホー ム運営委員会 11 7 63.6

36 栃木市勤労者体育センター運営委員会 11 7 63.6

37 栃木市中小企業・小規模企業振興審議会 14 5 35.7

                   栃木市各種審議会等への女性の参画状況
2023年4月１日現在

 名         称

2023年4月１日現在

 名         称

計

2023年4月１日現在

 名         称

参考資料



総数 女性数 割合（％）

38 とちぎ山車会館 運営委員会 15 1 6.7

39 栃木市企業立地促進審査会 7 2 28.6

40 栃木市都市計画審議会 15 1 6.7

41 栃木市再生可能エネルギー発電設備設置審議会 7 3 42.9

42 栃木市景観審議会 13 5 38.5

43 小山栃木都市計画事業栃木インター西土地区画整理審議会 9 0 0.0

44 平川土地区画整理事業審議会 8 2 25.0

45 入居者選考委員会 4 1 25.0

46 栃木市建築審査会 5 2 40.0

47 栃木市上下水道事業調査委員会 14 6 42.9

48 栃木市教育支援委員会 18 13 72.2

49 栃木市いじめ問題対策専門委員会 7 3 42.9

50 栃木市立学校給食共同調理場等運営協議会 15 5 33.3

51 栃木市社会教育委員 17 8 47.1

52 栃木市図書館協議会 9 5 55.6

53 栃木市青少年育成センター運営協議会 9 1 11.1

54 栃木市青少年問題協議会 30 8 26.7

55 栃木市文化会館運営委員会 12 6 50.0

56 栃木市文化財保護審議会 10 1 10.0

57 栃木市立美術館・文学館運営協議会 10 6 60.0

58 栃木市歴史的風致維持向上協議会条例 17 3 17.6

857 333 38.9

４．附属機関以外の審議会等（その他規則、要綱等により任意設置）

総数 女性数 割合（％）

1 栃木市入札適正化委員会 4 0 0.0

2 栃木市市民活動推進事業審査委員会 10 5 50.0

3 栃木市地域公共交通会議 24 1 4.2

4 栃木市環境づくり市民懇談会 11 3 27.3

5 栃木市社会福祉施策推進委員会 18 10 55.6

6 栃木市福祉有償運送運営協議会 7 1 14.3

7 栃木市地域福祉計画推進懇談会 14 6 42.9

8 栃木市社会福祉法人認可等審査会 9 1 11.1

9 栃木市老人ホーム入所判定委員会 7 0 0.0

10 栃木市地域包括ケア会議 21 7 33.3

11 栃木市健康増進計画推進部会 15 8 53.3

12 栃木市健康づくり推進会議 15 4 26.7

13 栃木市要保護児童対策地域協議会 36 11 30.6

14 栃木市学童保育運営委員会 14 7 50.0

15 栃木市特別支援保育審査会 5 4 80.0

16 栃木市就業安定対策協議会 11 5 45.5

17 栃木市新製品等開発支援事業補助金審査委員会 5 0 0.0

18 栃木市農業振興推進会議 18 4 22.2

19 栃木市人・農地プラン検討会 17 4 23.5

20 栃木市町並み委員会 10 5 50.0

21 栃木市教育委員会点検評価委員会 5 2 40.0

22 栃木市立小中学校運営協議会委員 333 132 39.6

23 栃木市学校腎臓検診判定委員会 11 7 63.6

24 栃木市嘉右衛門町伝統的建造物群保存地区拠点施設整備専門者会議 5 1 20.0

25 栃木市老人保健福祉施設等整備に係る法人審査委員会 7 1 14.3

26 栃木市文化振興計画推進懇談会 24 10 41.7

27 栃木市立美術館美術品収集専門者会議 4 1 25.0

660 240 36.4

1,556 588 37.8

2023年4月１日現在

 名         称

計

２+３+４　合計

計

 名         称


